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議 事 日 程 

  開会宣告及び開議宣告 

１  会議録署名議員の指名 

２  会期の決定 

３  諸般の報告 

４  行政報告 

５ 報告第１号 専決処分の報告について 

（留目橋橋梁補修工事契約の変更） 

６ 議案第１号 幌延町営住宅条例の一部を改正する条例の制定について 

７ 議案第２号 幌延町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例の制定について 

８ 議案第３号 令和５年度幌延町一般会計補正予算（第８号） 

９ 議案第４号 令和５年度幌延町国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

１０ 議案第５号 令和５年度幌延町国民健康保険診療所特別会計補正予算（第５号） 

１１ 議案第６号 令和５年度幌延町介護保険特別会計補正予算（第３号） 

１２ 議案第７号 令和５年度幌延町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号） 

１３ 議案第８号 令和５年度幌延町下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

１４  令和６年度 町政執行方針 

令和６年度 教育行政執行方針 

１５ 議案第９号 幌延町簡易水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について 

１６ 議案第１０号 幌延町水道布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者

の資格基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

１７ 議案第１１号 幌延町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

１８ 議案第１２号 幌延町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

１９ 議案第１３号 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定

地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

２０ 議案第１４号 幌延町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援

事業等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例の制定について 

２１ 議案第１５号 幌延町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める

条例の一部を改正する条例の制定について 

２２ 議案第１６号 幌延町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例の制定

について 
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２３ 議案第１７号 幌延町民営賃貸住宅建設促進助成条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

２４ 議案第１８号 幌延町定住促進持家住宅建設等奨励条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

２５ 議案第１９号 幌延町フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例等の一部を改正す

る条例の制定について 

２６ 議案第２０号 令和６年度幌延町一般会計予算 

２７ 議案第２１号 令和６年度幌延町国民健康保険特別会計予算 

２８ 議案第２２号 令和６年度幌延町国民健康保険診療所特別会計予算 

２９ 議案第２３号 令和６年度幌延町後期高齢者医療特別会計予算 

３０ 議案第２４号 令和６年度幌延町介護保険特別会計予算 

３１ 議案第２５号 令和６年度幌延町簡易水道事業会計予算 

３２ 議案第２６号 令和６年度幌延町下水道事業会計予算  
 （予算審査特別委員会設置、審査付託）  
 （散 会 宣 告） 
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本日の会議の順序 

 開会宣告及び開議宣告 日 程 第１５ 議 案 第 ９ 号 

     〃 １６ 議 案 第 １ ０ 号 

日 程 第 １ 会議録署名議員の指名    〃 １７ 議 案 第 １ １ 号 

     〃 １８ 議 案 第 １ ２ 号 

   〃  ２ 会 期 の 決 定    〃 １９ 議 案 第 １ ３ 号 

   〃  ３ 諸 般 の 報 告    〃 ２０ 議 案 第 １ ４ 号 

   〃  ４ 行 政 報 告    〃 ２１ 議 案 第 １ ５ 号 

   〃  ５ 報 告 第 １ 号    〃 ２２ 議 案 第 １ ６ 号 

   〃  ６ 議 案 第 １ 号    〃 ２３ 議 案 第 １ ７ 号 

   〃  ７ 議 案 第 ２ 号    〃 ２４ 議 案 第 １ ８ 号 

   〃  ８ 議 案 第 ３ 号    〃 ２５ 議 案 第 １ ９ 号 

 〃  ９ 議 案 第 ４ 号 〃 ２６ 議 案 第 ２ ０ 号 

 休 憩 宣 告 〃 ２７ 議 案 第 ２ １ 号 

 開 議 宣 告 〃 ２８ 議 案 第 ２ ２ 号 

日 程 第１０ 議 案 第 ５ 号 〃 ２９ 議 案 第 ２ ３ 号 

   〃 １１ 議 案 第 ６ 号 〃 ３０ 議 案 第 ２ ４ 号 

   〃 １２ 議 案 第 ７ 号    〃 ３１ 議 案 第 ２ ５ 号 

   〃 １３    議 案 第 ８ 号    〃 ３２ 議 案 第 ２ ６ 号 

 休 憩 宣 告  （予算審査特別委員会設置） 

 開 議 宣 告  散 会 宣 告 

日 程 第１４ 令和６年度町政執行方針   

    令和６年度教育行政執行方針   

 休 憩 宣 告  

 開 議 宣 告   
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出席議員（８名）  議 長 ８番 西 澤 裕 之 

   １番 高 橋 秀 明 

   ２番 佐 藤 忠 志 

   ３番 深 澤 博 幸 

   ４番 高 橋 秀 之 

   ５番 植 村   敦 

   ６番 無量谷   隆 

   ７番 齋 賀 弘 孝 

    

出席説明員  町 長 野々村   仁 

  農 業 委 員 会 会 長 小 島 和 博 

  代 表 監 査 委 員 成 田 義 弘 

    

  副 町 長 岩 川 実 樹 

  教 育 長 青 木 順 一 

    

  総 務 企 画 課 長 早 坂   敦 

  総 務 企 画 課 参 事 山 本 基 継 

  住 民 生 活 課 長 村 上 貴 紀 

  保 健 福 祉 課 長 島 田 幸 司 

  産 業 建 設 課 長 角 山 隆 一 

  教 育 次 長 伊 藤 一 男 

  国 民 健 康 保 険 診 療 所 事 務 長 古 草   勝 

  農業委員会事務局長 （角 山 隆 一） 

  選挙管理委員会事務局長 （早 坂   敦） 

    

  総務企画課長補佐 渡 邊 智 民 

  総務企画課長補佐 梶     淳 

  住民生活課長補佐 伊 藤   崇 

  住民生活課長補佐 山 下 智 昭 

  産業建設課長補佐 新 野 貞 治 

  教育委員会次長補佐 田 村 浩 希 

    

  総務企画課総務係長 原 田 太 喜 

  保健福祉課社会福祉係長 斉 藤   徹 

  産業建設課公園住宅係長 多 田 純 司 

  産業建設課上下水道係長 宮 下 勇 人 

  産業建設課上下水道係主査 鎌 田 和 巳 
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議会事務局出席者  事 務 局 長 岡 田 英 樹 

  事 務 局 次 長 藤 田 秀 紀 

  主 任 横 山   薫 
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（１０時００分開会） 

議  長 西 澤 裕 之 君 

   おはようございます。 

本日の出席議員は８名です。 

定足数に達しておりますので、ただいまから令和６年第２回幌延町議会定例会を開会し

ます。 

ただちに本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は配付されているとおりです。 

 

日程第１ 「議会録署名議員の指名」を行います。 

本日の議会録署名議員は会議規則第１２５条の規定に基づき、議長において４番高橋秀

之君、５番植村敦君を指名します。 

 

日程第２ 「会期の決定」の件を議題とします。 

お諮りします。 

本定例会の会期は本日３月１１日から１３日までの３日間にしたいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

よって、会期は、本日３月１１日から１３日までの３日間に決定しました 

 

日程第３「諸般の報告」を行います。 

議長としての報告事項は、配付した資料のとおりです。 

以上をもって、諸般の報告を終わります。 

 

日程第４「行政報告」を行います。 

町長、教育長から順次行政報告を求めます。 

町  長 野々村  仁 君 

それでは、幌延町議会３月定例会の開催に当たり、一般行政の執行状況について、御報

告いたします。この度の能登半島地震により、石川県を中心に多くの方々が被災され、多

くの尊い命が犠牲になりました。お亡くなりになられた方々に謹んでお悔やみ申し上げる

とともに、被災された方々に心からお見舞い申し上げます。本町では、被災された方々を

支援するため、日本赤十字社石川県支部を通じて、石川県内の市町村に向けて義援金１０

０万円を２月１５日に送金いたしました。また、町民一体となって応援することを目的に、

２月１３日から２月２９日まで、公共施設のほか各事業所に御協力いただき、町内１３箇

所に募金箱を設置して、募金活動を実施いたしました。３月に入り 募金活動期間が終了

しましたので、募金箱を回収し、募金総額は集計した結果、募金総額は１１８，２１８円

になりました。今回の募金活動で皆様皆様からお預かりした募金の全額を町民からの義援
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金義援金として、本町からの義援金同様に日本日本赤十字社石川県支部への送金手続きを

進めております。御協力いただいた皆様に心からお礼申し上げます。 

そのほか、一般的な事務事項につきましては、お手元にお配りした資料のとおりとなっ

ております。以上、第２回幌延町議会定例会の行政報告とさせていただきます。 

教育長 青 木 順 一 君 

幌延町議会３月定例会の開催に当たり、教育行政の執行状況について、その概要を御報

告いたします。 

始めに、学校教育について申し上げます。 

まず、児童生徒や教職員に大きな事故や怪我もなく３学期がスタートしております。新

型コロナウイルスが５類に移行したとはいえ、各学校で感染予防対策を講じながら、学年

末の学習のまとめや卒業式などに向けての教育活動に取り組んでおります。 

また、令和５年度全国体力・運動能力・運動習慣等調査の「北海道教育委員会が作成す

る報告書」に、本町の状況等を掲載することに、幌延町教育委員会で決定したところでご

ざいます。未調査ですけれども体力・運動能力状況の一部分、一側面でありますが、ほか

の市町村と同様に北海道教育委員会報告書のＨＰで公表されます。町民の皆さんには、広

報誌で、その状況を掲載する予定であります。更に、２月６日（火）には、幌延小学校３

年生の橋本英恵さんと幌延中学校２年生の島田力輝さんに宗谷教育局局長から「北の輝き」

の表彰状が直接手渡されました。本定例議会後には、各学校の卒業式が開催されます。恒

例となりますが、議員の皆様の御協力をお願いします。 

学校教育の最後ですが、来年度小学校に入学する子どもたちの新１年生体験入学が行わ

れ、現在のところ、幌延小学校には１３名、問寒別小学校に２名の新１年生が入る予定で

あります。 

次に、社会教育について申し上げます。 

まず、１月５日（金）には「二十歳の集い」を開催し１５名の成人が集い新しい門出を

祝いました。また、積雪状態があまりよくありませんでしたが、１月２０日（土）には、

スキー場のオープン、更に、１月下旬には町内書初め展を開催し、１月２６日は書初め展

表彰式を挙行。そして、２月４日（日）にチャレンジ教室「雪と遊ぼう」を開催し、多く

の親子が晴天の中、冬の遊びを楽しみました。 

スポーツ少年団活動では、野球少年団が、１月１７日から札幌市のつどーむで開催され

た、第３回札幌パイオニアライオンズクラブワールドプレミア野球大会Ｕ－１２交流大会

に、猿払との合同チームで出場しました。結果は、初戦敗退でした。バレーボール少年団

が、１月６日に江別市で開催された、第４０回北海道小学生バレーボール選抜優勝大会の

男子の部に幌延ジーライズが道北ブロック第１代表として出場し、結果はベスト８でした。 

子ども会活動では、２月１８日（日）に札幌市定山渓温泉で開催された第２７回北海道

子どもかるた大会に宗谷管内第２代表として、中学生の部に、幌中２年の鷹合留華さん、

同じく１年の門田光環さん、早坂 樹さん、幌小６年の鷹合玲奈さんが出場し、結果はベ

スト８でした。 

以下、教育予算の執行状況、社会教育の活動状況等につきましては、別紙資料のとおり
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でございます。 

以上、概要を申し上げ、幌延町教育行政執行状況の報告といたします。 

議  長 西 澤 裕 之 君 

以上をもって行政報告を終わります。 

日程第５ 報告第１号「専決処分の報告について」の件を議題とします。 

報告第１号についての提案理由の説明を求めます。 

産業建設課長 角 山 隆 一 君 

報告第１号「専決処分の報告について」提案理由を申し上げます。 

御報告いたします専決処分は、令和５年第７回幌延町議会定例会において、工事請負契

約の締結について議決いただいた令和５年度施行、留目橋橋梁補修工事について、設計変

更により契約の変更を行うもので、地方自治法第１８０条第１項、及び町が指定する専決

処分事項の規定に基づき、令和６年２月２２日付けで専決処分いたしましたので、地方自

治法第１８０条第２項の規定により、御報告申し上げます。 

変更の内容につきましては、契約金額９，１３６万６千円を設計変更により、９，１２

３万４千円に１３万２千円減額するもので、変更の主な理由といたしましては、概数で算

定しておりました工事施行に伴い、発生するコンクリートがら等の産業廃棄物処分数量確

定値が概数を下回ったことによるものです。 

以上、報告第１号、専決処分いたしました「工事請負契約の変更」に係る提案理由とい

たします。 

議  長 西 澤 裕 之 君 

これより質疑を行います。 

（「ありません」の声あり） 

これにて、質疑を終わります。 

ただいま、議題となっております報告第１号は、報告済みといたします。 

日程第６ 議案第１号「幌延町営住宅条例の一部を改正する条例の制定について」の件

を議題とします。 

議案第１号についての提案理由の説明を求めます。 

産業建設課長 角 山 隆 一 君 

議案第１号「幌延町営住宅条例の一部を改正する条例の制定について」提案理由を申し

上げます。 

この度の主たる改正につきましては、国が示す公営住宅管理標準条例案の改正に伴い、

低所得者、高齢者及び障がい者など住宅確保において配慮が必要な方が、安心して暮らせ

る環境の充実を図る観点から、関連する項目について改正することに加え、敷金の賃貸借

債務弁済への充当の明文化、及び不正行為によって入居した者に対する請求額の算定に掛

かる適用利率の変更等について、所要の改正を行おうとするものであります。 

それでは、お配りいたしました新旧対照表を御覧ください。 

２ページをお開きください。 

第１１条、住宅入居の手続において、従前は、入居手続に際し、入居決定者と同程度以
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上の収入を有するもので、町長が必要と認める連帯保証人の連署する請書の提出を求めて

おりましたが、単身高齢者の増加等により、保証人を確保することが一層困難になること

が懸念される状況を鑑み、低所得者、高齢者及び障がい者など、住宅確保において保証人

を確保できないことが原因で、公営住宅に入居できない事態が生じることのないよう、連

帯保証人を緊急時の連絡先となり得る緊急連絡人の連署する請書を提出することで足りる

よう改正しようとするものです。 

次に３ページをお開きください。 

第１４条、家賃の決定において、介護保険法に規定する認知症であるものや知的障害者

福祉法に言う知的障がい者等が家賃の決定に際し、算定根拠とする収入に係る申告及び報

告の請求に応じることが困難な状況にあると認める場合の収入申告義務の緩和を図ること

を目的に、国が定める公営住宅法の規定により、町長が収入状況を確認できる書類の閲覧、

住宅の立地条件、規模及び経過年数等を勘案の上、近傍同種の住宅の家賃以下で、当該入

居者の家賃を定めることができるよう、新たに第４項を加え、関連して、第１５条、収入

の申告等において、家賃決定に係る収入の認定方法に、収入状況を確認できる書類の閲覧

等を加えようとするものです。 

次に、４ページをお開きください。 

第１９条、資金において、入居者が家賃を滞納するなど、賃貸借に基づく債務を履行し

ない場合、敷金をその債務の弁済に充てることができる旨を、同条第２項の次に第３項と

して新たに加えることにより明文化し、第３項改め第４項において、敷金を債務の弁済に

充てた場合、還付する敷金の額については、当該金額を控除した額に改めようとするもの

です。 

次に６ページをお開きください。 

第４１条、住宅の明渡請求において、不正の行為等により、入居者への住宅の明渡しを

請求する際に徴収することができる金銭を算定する際に用いる利率を年５％の割合から法

定利率へ改めようとするものです。その他、公営住宅管理標準条例案の改正に伴い、法律

等により規定されている公営住宅入居資格の条件が緩和されるものの追加等、所要の改定

を行おうとするものです。 

次に附則でございますが、この条例は公布の日から施行することとし、経過措置といた

しまして、改正前の本条例第１１条第１項第１号に規定する連帯保証人は、改正後の本条

例第１１条第１項第１号に規定する緊急連絡人とみなすこととしております。 

以上、議案第１号、幌延町営住宅条例の一部を改正する条例に係る提案理由といたしま

す。 

議  長 西 澤 裕 之 君 

これより、質疑を行います。 

（「ありません」の声あり） 

これにて、質疑を終わります。 

お諮りします。 

ただいま議題となっております議案第１号は、討論を省略し、原案のとおり決定するこ
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とに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

日程第７ 議案第２号「幌延町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」の件を議題とします。 

議案第２号についての提案理由の説明を求めます。 

保健福祉課長 島 田 幸 司 君 

議案第２号「幌延町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例の制定について」の提案理由を申し上げます。 

この度の改正につきましては、子ども子育て支援法に規定する特定教育・保育施設及び

特定地域型保育事業並びに特定子ども子育て支援施設等の運営に関する基準の一部改正に

伴い、関連する町条例を改正するものであります。 

それでは、配付しております新旧対照表と併せて御覧願います。 

第１５条及び第３５条、第３６条につきましては、基準条例の一部改正により、引用条

項に係る規定の整理をするものであります。第２３条及び第５３条につきましては、特定

教育、保育施設の重要事項に係る閲覧規定の追加等で、特定教育、保育施設の運営規程等

の重要事項等の掲示の義務付けに、インターネットによる公衆への閲覧の義務付けを加え

るとともに、磁気ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、その他これらに準ずる方法により、一定の事

項を確実に記録しておくことができるものについて、技術中立性を明らかにする観点から、

媒体の種類を示さない形の電磁的記録媒体に改め、文言の適正化を図るものであります。 

次に附則ですが、この条例は公布の日から施行することとし、ただし書で、第２３条の

規定は、令和６年４月１日から施行することとしています。 

以上、議案第２号の提案理由の説明といたします。 

議  長 西 澤 裕 之 君 

これより質疑を行います。 

（「ありません」の声あり） 

これにて、質疑を終わります。 

お諮りします。 

ただいま、議題となっております議案第２号は、討論を省略し、原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

日程第８ 議案第３号「令和５年度幌延町一般会計補正予算」の件を議題とします。 

議案第３号についての提案理由の説明を求めます。 
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総務企画課長 早 坂   敦 君  

議案第３号「令和５年度 幌延町一般会計補正予算 第８号」について、提案理由の説

明を申し上げます。 

今回の補正予算につきましては、歳入では、普通交付税の交付額確定による増、特別交

付税の交付見込額の増、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の増、地域づ

くり総合交付金の増、基金を取り崩して実施する予定であった各事業の精査による繰入金

の減、起債対象事業の精査等による町債の減などによるものです。歳出では、基金管理事

業の増、国民健康保険診療所特別会計繰出金の増、問寒別地区農業用水道施設改修事業の

減、除雪業務の増、それ以外のものについては、今年度実施している各事業の決算見込み

の精査による補正が主なものです。 

１ページをお開きください。 

第１条第１項「歳入歳出予算の補正」につきましては、既定の歳入歳出予算にそれぞれ

７，８２３万２千円を追加し、歳入歳出それぞれの予算総額を５５億８，５２８万９千円

にしようとするものです。 

第２項「第１表 歳入歳出予算補正の主な内容」について説明いたします。 

２ページをお開きください。 

始めに歳入ですが、１０款 地方交付税１億９，００８万１千円の増、１４款 国庫支

出金２，７９９万６千円の増、１５款 道支出金１，５８５万７千円の増、１７款 寄附

金１，５１３万円の減、１８款 繰入金９，９２４万円の減、２０款 諸収入９８４万３

千円の増、２１款 町債５，６２０万円の減などで、歳入合計７，８２３万２千円の増額

補正です。 

次に３ページの歳出ですが、２款 総務費２億２，４０７万９千円の増、３款 民生費

１，７１８万９千円の減、４款 衛生費８５０万円の減、６款 農林水産業費５，０４８

万３千円の減、７款 商工費１，７０７万２千円の減、８款 土木費３，８６２万円の減、

９款 消防費７０７万２千円の減、１０款 教育費６６０万７千円の減などで、歳出合計

７，８２３万２千円の増額補正です。 

第２条 繰越明許費の補正ですが、４ページをお開きください。 

「第２表 繰越明許費補正」については、まず１２月定例会において繰越明許費の設定

をしておりました戸籍附票システム改修業務に関し、更なる事業費の増大が見込まれるこ

とから、２款３項 戸籍住民基本台帳費の社会保障・税番号制度システム整備事業を７０

６万８千円から９９１万７千円に補正、また、令和６年度に繰り越して使用できる経費と

して、６款１項 農業費の問寒別地区草地畜産基盤整備事業８７０万円を新たに追加する

補正です。 

   第３条 債務負担行為の補正ですが、６ページをお開きください。  

「第３表 債務負担行為補正」については、１２月定例会において債務負担行為の設定

をしておりました令和５年度 大家畜特別支援対策事業利子補給に関し、借入金の一部を

繰り上げ償還したことに伴い、限度額を１２１万１千円から８６万６千円に補正。また、

新型コロナウイルス対策資金融資利子補給事業において、令和５年度中に実施した融資に
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係る令和６年度以降の利子補給額について、債務負担行為を設定する必要があるため、債

務負担行為の期間を令和６年度までとし、限度額４万円を新たに追加する補正です。 

   第４条 地方債の補正ですが、８ページをお開きください。  

「第４表 地方債補正」については、決算見込みの精査等によるもので、既定の地方債

限度額の合計８億９，８６０万円を８億４，２４０万円に補正するものです。地方債の限

度額を補正する主なものは、ソフト事業の過疎地域持続的発展特別事業５，４４０万円を

７，０８０万円に、問寒別地区農業用水道施設改修事業１億２，６８０万円を１億５２０

万円に、町道幌延北進線道路改良事業１億２，５４０万円を１億８７０万円に、橋梁長寿

命化改修事業１億６，３３０万円を１億４，１８０万円に、下水道施設改修事業４，０８

０万円を２，８６０万円に補正するものです。以下、歳出、歳入の順で補正予算の主な内

容について説明いたします。 

３８ページをお開きください。 

２款１項２目 自治振興費の情報通信施設運営事業では、電柱添架移設業務の事業精査

等により４３０万８千円の減です。ふるさと応援推進事業では、ふるさと応援寄附金の減

収が見込まれるため、返礼品経費等に係る決算見込みの精査により７６６万５千円の減で

す。次のページの集落支援活動運営事業では、集落支援員や集落支援分野を担当する地域

おこし協力隊の活動費等に係る決算見込みの精査により３２８万円の減です。 

４２ページをお開きください。 

２款１項７目 企画費のまちづくり推進事業では、今年度内に補助申請が見込まれない

ため３００万円の減です。 

４４ページをお開きください。 

   ２款１項１２目 諸費の基金管理事業では、今後の地域振興対策に係る経費の財源とし

て、ふるさと創生基金４９４万４千円の増、今後のエネルギー施策に係る財源として、エ

ネルギー施策等振興基金８５７万円の増、翌年度以降の公共施設等の補修に係る経費の財

源として、公共施設等整備基金２億５，２１２万５千円の増、ふるさと応援寄附金の減収

に伴う精査により、ふるさと応援基金７６６万６千円の減などにより、２億５，７８４万

４千円の増です。 

４６ページをお開きください。 

３款１項１目 社会福祉総務費の国民健康保険診療所特別会計繰出金では、国民健康保

険特別会計からの国保直診運営費補助の減額等により、一般会計から国民健康保険診療所

特別会計への繰出金２，２１８万円の増です。 

４８ページをお開きください。 

３款１項３目 老人福祉費のこざくら荘支援事業では、運営費に係る決算見込みの精査

により１，１０２万円の減です。 

３款１項４目 障害者福祉費の障害者福祉管理費では、障害福祉サービス給付費の決算

見込みの精査により障害者介護給付・訓練等給付費９５８万９千円の減です。 

   ５４ページをお開きください。 

６款１項２目 農業振興費では、今年度内に補助申請が見込まれないため、幌延町酪
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農・肉用牛増産近代化施設整備事業１，５００万円の減、また、決算見込みの精査により、

幌延町強い農業・担い手づくり支援事業で３５２万円の減、幌延町生乳生産拡大事業で６

００万円の減です。６款１項３目 畜産業費では、決算見込みの精査により、町営牧場管

理費４３７万１千円の減、問寒別地区草地畜産基盤整備事業７８４万５千円の増です。 

５６ページをお開きください。 

   ６款１項６目 農地開発費では、決算見込みの精査により、問寒別地区農業用水道施設

改修事業２，０６５万６千円の減、上幌延開進地区農業用水道施設改修事業２９５万４千

円の減です。 

 ６０ページをお開きください。 

   ７款１項１目 商工振興費では、決算見込みの精査により、幌延町商工業振興促進事業

６２６万２千円の減、次のページの幌延町商工業経営力強化実装支援事業で１，００１万

８千円の減です。８款２項１目 道路維持費では、道路横断管修繕の事業費精査による修

繕料の減があったものの、降雪量の大幅な増などにより除雪業務の不足が見込まれること

による除雪業務委託料の増により、道路維持管理費全体で１，４８８万６千円の増です。 

６４ページをお開きください。 

   ８款２項２目 道路新設改良費では、決算見込みの精査により、町道幌延北進線道路改

良事業１，５０９万６千円の減です。同じく４目 橋梁新設改良費では、決算見込みの精

査により、橋梁長寿命化改修事業２、０９８万６千円の減です。８款３項２目 下水道費

の下水道事業会計補助金では、下水道事業会計の決算見込みの精査により、下水道事業会

計への補助金１，０５８万２千円の減です。 

６６ページをお開きください。 

 ９款１項１目 常備消防費の北留萌消防組合負担金では、職員の退職等による決算見込

みの精査により５９６万５千円の減です。 

７４ページをお開きください。 

１０款４項６目 体育振興費の総合スポーツ公園改修事業では、決算見込みの精査によ

り１２３万２千円の減です。 

次に歳入ですが、２６ページをお開きください。 

１０款１項１目 地方交付税の普通交付税では、令和５年度分の交付決定額２１億７，

８６２万６千円と現行予算との差額で１億５，００８万１千円の増、特別交付税は２億６

千万円の交付を見込み、現行予算との差額で４千万円の増です。 

２８ページをお開きください。 

１４款１項１目 民生費国庫負担金の障害者介護給付・訓練等給付費では、障害福祉サ

ービス給付費の決算見込みの精査により４７９万５千円の減です。１４款２項６目 農林

水産業費国庫補助金では、幌延町強い農業・担い手づくり支援事業及び幌延町酪農経営安

定緊急対策事業の財源として、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金２，２

１２万２千円の新規計上です。同じく７目 商工費国庫補助金では、地域内消費拡充プレ

ミアム商品券発行事業の財源として、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

１千万円の新規計上です。 
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３０ページをお開きください。 

１５款２項４目 農林水産業費道補助金では、町有林整備事業の財源として、林業・木

材産業生産基盤強化対策事業４３４万２千円の新規計上です。同じく６目 教育費道補助

金では、総合スポーツ公園改修事業の財源として、地域づくり総合交付１，４４０万円の

新規計上、同７目 商工費道補助金では、食ブランド創出・まちの拠点計画調査事業の財

源として、地域づくり総合交付金３００万円の新規計上です。１６款１項２目 利子及び

配当金では、幌延風力発電株式会社の令和３年度分及び４年度分の株主に対する配当財産

の割当てが確定したことから、幌延風力発電株式会社利益配当金３１０万８千円の新規計

上です。 

３２ページをお開きください。 

１７款１項２目 ふるさと応援寄附金では、決算見込みの精査により１，５３３万円の

減です。１８款 繰入金では、基金を充当している各事業の決算見込みの精査により、ふ

るさと創生基金繰入金５，６５０万円の減、公共施設等整備基金繰入金３，８００万円の

減、地域公共交通活性化基金繰入金２５０万円の減、中山間農業地域環境保全基金繰入金

１７０万円の減などです。２０款４項４目 農林水産業費受託事業収入では、問寒別地区

草地畜産 基盤整備事業に係る受益者負担分で、決算見込みの精査等により５６４万５千

円の増です。 

３４ページをお開きください。 

２１款、町債につきましては、第４条 地方債の補正で説明していますので、省略いた

します。 

以上、議案第３号 令和５年度 幌延町一般会計補正予算 第８号の提案理由の説明と

いたします。 

議  長 西 澤 裕 之 君 

これより、質疑を行います。 

質疑の方法は、歳出一括、歳入一括、総括の順序で行いたいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

これより、歳出一括の質疑を行います。 

３  番 深 澤 博 幸 君 

歳出の４３ページ 無人駅維持管理費、この１１２万７千円の増額の要因は何かと。 

４７ページの婚活支援事業補助金、これが１００万円減額なってるんですけど、コロナ

のせいもあって、事業をやらなかったのかと、次年度に向かっては、どういう事業を展開

しようとしているのか、お伺いします。 

総務企画課長補佐 梶   淳 君 

はい、深澤議員の御質問の１点目ＪＲ無人駅の維持管理経費の増額の内容について御説

明いたします。 

こちら無人駅の維持管理業務につきましては、令和３年度から自治体維持管理というこ
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とで、ＪＲと締結しております協定書及び毎年、単価等を定めた覚書により、ＪＲへ委託

料として上期、下期に分けて支出しているところですけれども、令和３年度から令和５年

度まで業務をしていく中で、令和３年度、令和４年度、いずれも予算を上回る実績という

ふうになっておりまして、やはり冬季の除雪費の影響等の実績を見てみないと分からない

という部分もありまして、過去２年度の平均実績というようなものを踏まえまして、令和

５年度の下期分を過去２年度の平均額ということで算定して、不足見込額の１１２万７千

円を増額させていただいたという内容になってございます。以上です。 

社会福祉係長 斉 藤   徹 君 

御質問にお答えいたします。 

婚活支援事業の補助金ですが、今年度は、コロナ禍もあり、事業実施の体制を整えるこ

とができず、補助金を減額するという形を採っております。 

次年度の方向性ですが、町としても、この事業は大切なものと捉えておりまして、幌延

町婚活支援協議会の委員の見直し、これまでは、未婚者による協議会でしたが、協議会の

中に既婚者も交えて招集したり、また、婚活というとちょっと形が参加しにくいかなとい

うこともありますので、他業種、多職種との出会いの場というような形にフレーズを変え

ようかなというふうに考えております。 

また、単独町だけでは、参加者を集めるのは難しい可能性もありますので、豊富町であ

ったり稚内市であったり、他町と連携しながらということも検討しております。 

また、協議会だけではなくて、イベント会社の知恵をお借りして開催するということも

検討しております。以上です。 

３  番 深 澤 博 幸 君 

婚活事業について、もう１回、伺います。 

過去に、これ、もう結構年数たちますよね、この事業を立ち上げてから。 

実績ちゅうか、実際に婚活で一緒になられた実績っちゅうのは、あるのかないのか。 

あれば、何組あったのか、お知らせ願いたいと思います。 

社会福祉係長 斉 藤   徹 君 

御質問お答えします。 

５、６年ほど前から協議会設立して、イベント等を行っていますが、婚活のイベントを

行った後、その方々が、カップルになったとか、お付き会いになったというところですね、

事務局として追ってはいなくて、そこのところは把握していないというのが現状にありま

す。 

３  番 深 澤 博 幸 君 

実績を追わないでね、計画練ってさ、せっかく結ばれたことも、経緯も調べないでね、

こういう事業を継続するというのちょっとおかしいんでない。 

それと、この事業に向けてね、やっぱり町として、若者ちゅうか、今、全国でもね、ア

ンケート調査したら、デートさえできないという調査の報告もあるんですよ。 

こんな小さい町ですから、出会いの場所がないと言えばないんですけど、やっぱりやっ

た以上はね、その実績作りっていうかね、やっぱり、こういうカップルができたよぐらい
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のことをやらんかったらさ。ただ、事業進めるだけじゃ意味ないんでないですか。もう少

し、今後に向けて、結びつきが、出会いの場所がちゃんと身になるものも事業として展開

していっていただきたいと思いますけど、いかがでしょうその考え方は。 

町  長 野々村   仁 君 

深澤議員にお答えします。 

深澤議員のおっしゃるとおり、そういう形できちんと進めれれば、良かったのかもしれ

ませんけども、まずは、その出会いの場を若い人たちだけで、自由かっ達に出会いの場と

して、会ってもらおうということが先んじてありました。 

先ほども御説明したとおり、婚活と言って、農業団体の方はコンサルを使って、それぞ

れ実績も上げてきた形跡はあるんですけども、コンサルも何もなく、素人で団体を協議会

を作って立ち上げていったそういう組織でありましたから、まずは出会いを大切にしたい

ということを、重んじてやってきたんですけども、なかなかそれぞれの組織の中で、そう

いう形を作るのはなかなか難しかったというのもあって、今回、先ほども御説明したとお

り、ちょっとコンサルの力もお借りしながら、そういう形で、少し前進めればいいかなと。 

どうしても、今の若い人たちが結婚前提で何か集まってるという話であれば、なかなか

集まってもらえない、そういうところの難しさがあって、それを前にはなかなか出したく

なかったというところもあります。 

今後、その意見も踏まえながら、どのような形で多くの人たちにまずは集まってもらう

こと、そこが大切なことだと思っていますので、今、御意見頂いたことも参考にしながら、

コンサルをどのような形で使いながら進めていけるか考えていきたいと思います。 

６  番 無量谷   隆 君 

４３ページの先ほど、別の議員が言いました無人駅に関する部分で、無人駅、今、二つ

ほど減ってる中で、これ増額ということなんですけども、これ相当、１個当たり、今度は

額が大きくなるんでないのかなって感じがするんですけど、その辺の除雪費だけなのか、

あるいは、電気代等も含まれているのかその辺確認するのと、５３ページの斎場に関する

去年、斎場改修工事やったと思うんですけども、一応、延び延びになっているかと思うん

ですけども、実質端末では利用できるよという報告がなされてない感じなんですけど、そ

の辺、今の状況として、利用可能なのか、その辺お伺いいたします。 

総務企画課長補佐 梶   淳 君 

無量谷議員の御質問お答えします。 

無人駅の維持管理につきましては、令和３年度から開始ということで先ほど申し上げた

んですけれども、その時点から５駅、町内の無人駅５駅を維持管理しておりまして、こち

ら今回の増額補正の内容も５駅のままですので、駅の数については変わりないというな状

況になっております。 

また、維持管理経費につきましては、駅で持っているそれこそ電気料ですとか、固定資

産税の相当額ですとか、除雪の維持管理経費、あとは、町が、直接手を触れられない部分

の修繕料等々が込み込みになった経費となってございます。以上です。 
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住民生活課長補佐 伊 藤   崇 君 

お答えします。 

斎場の方については、工期が年度末までだったんですが、早く終わりまして、１月末で

終わって、検定も終わりまして、今現在使えるようになっております。 

２  番 佐 藤 忠 志 君 

２款の総務の空き家対策管理費について、これ、確かこれ去年のまちづくり委員会か何

かでそういう条例を作って、確か、そういう委員を選んでやっていきたいということで、

スタートしているのかなと思ってみていたけど、３００万の減というのは、どういう形で

減になったのか、ちょっと、お聞きしたいと思いまして。 

住民生活課長補佐 伊 藤   崇 君 

お答えします。 

空き家の除却の補助ということで、当初、５件で５００万円で予算計上してたんですけ

ど、今年度は１件の住宅の解体の補助が出てきておりまして、１００万円支出しておりま

す。 

年度末までに補助の申請して、解体して終わらせるのは、もう、時期的にちょっと難し

いということで考えまして、あと残りの１００万円だけ、一応申請あって、解体あったら、

困るので予備として残しまして、残り３００万円については、今年度、難しいかなと思っ

て減額させていただいております。 

５  番 植 村   敦 君 

まず、４９ページのこざくらの事業の方なんですけども、こざくら支援事業として１，

１００万円の減、先ほど、総務課長の方からも説明あったんですけども、もう１回確認し

ます。 

大きな減額っちゅうのは、これ、事業量が減ったのか、それとも人件費の関係なのか、

その辺、お聞きします。 

それと、５５ページ畜産業費の方で、問寒別地区草地基盤整備事業に７８４万５千円の

増額ということになっています。当初から比べて、これだけの増額あった理由は何だった

のか。 

それと、次のページの５７ページの水道施設の布設工事で、先ほど説明あったんですけ

ども、２，０００万円相当の減額となっております。これはどういう理由でこんな大きな

減額になったのかもお聞きします。 

社会福祉係長 斉 藤   徹 君 

はい、今の議員の質問にお答えいたします。 

まず、こざくら荘支援事業の補助金につきまして、大きくは、当初採用しようとしてい

た職員に係る人件費の減になります。 

当初、特別養護老人ホームとデイサービスで４１人を職員として雇用するという形でお

りましたが、現在、４１人中３６人というところで職員が働いておりまして、５人分採用

できなかったというところで、この５人分の人件費を、主に減額するという理由になって

おります。以上です。 
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産業建設課長補佐 新 野 貞 治 君 

私の方から２問目の問寒別地区草地畜産基盤整備事業の増額に係る御説明をさせていた

だきます。 

今回の増額につきましては、国の補正予算が新たにつきました。 

それと、令和５年度の事業費の精査、これらの全体的な精算によりまして、増額という

ことになっております。 

国の補正予算の方ですけども草地整備改良事業で２５ヘクタール、事業費ベースにしま

して、２，１５０万円ほどの事業量分の予算が新たに付きまして、こちらの方は、令和６

年度の方に繰越して執行するという形になっておりますので、御了解の方をお願いします。 

上下水道主査 鎌 田 和 巳 君 

問寒別配水管の布設工事の減についてお答えします。 

この度の減額につきましては、人件費の増と資材費の増を見込んで当初予算を計上して

いたところなんですが、資材等の高騰が余りなかったもので、このだけの大きい減額とな

りました。以上です。 

５  番 植 村   敦 君 

   こざくらの方の減額理由分かりました。 

ということで、今５名の必要人数が足りていないという中で事業展開してきたという結

果が、ホームヘルプサービスだとかの事業費の減額に繋がったんでしょうか。利用者が少

なかったってだけなんでしょうか。どっちでしょう。 

社会福祉係長 斉 藤   徹 君 

今の質問にお答えいたします。 

事業費の減額につきまして、特別養護老人ホームの定員４０人なんですけれども、やっ

ぱり人が足りないということで３９人にしているというところで１名分の収入の減になっ

ております。 

また、デイサービスなんですけれども、これまで利用されていた方が、今年度後半、転

出される方がおりまして、その方々がデイサービスを利用されなくなったというところで、

事業費の減というふうになっております。以上です。 

議  長 西 澤 裕 之 君 

ほかございますか。 

（「ありません」の声あり） 

これにて歳出一括の質疑を終わります。 

これより歳入一括の質疑を行います。 

５  番 植 村   敦 君 

先ほど、これも説明あったんすけど、ちょっと聞き取りにくかったんで、もう１回お聞

きします。 

３１ページの教育関係で地域づくり総合交付金という名目で１，４４０万入っています。 

もう１回説明お願いします。 

それと併せて、２９ページ、農林関係、商工関係で、コロナウイルス感染症の臨時交付
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金として、２，２００万、新規、これは、どのように町民に還元されるつもりなのかを確

認します。 

教育次長 伊 藤 一 男 君 

植村議員の御質問にお答えいたします。 

地域づくり交付金１，４４０万ですけれども、こちらの方は総合スポーツ公園の改修事

業でパークゴルフ場の電気設備改修を行いました。 

それの事業費で２，８８２万円ということになってまして、これの２分の１、１，４４

０万円の交付金を申請していたものが、今回、予算を付けていただいたということで、新

規で計上させていただいております。以上です。 

産業建設課長 角 山 隆 一 君 

農林水産業費の新型コロナウイルス感染症対策地方創生臨時交付金の使い道でございま

すけれども、こちらにつきましては、コロナウイルス感染症対策、これに加えて、物価高

騰等の対策にも使えるということになっておりますので、事業といたしましては、強い農

業担い手作り支援事業、それと酪農経営安定緊急対策、この事業を行うための財源として、

この交付金を使ったというところでございます。 

５  番 植 村   敦 君 

そういう使い方にするということは、幌延町の酪農経営農家全般に行き渡るということ

になるんでしょうか。その辺もう１回。 

産業建設課長 角 山 隆 一 君 

この事業につきましては、酪農家さんが受ける影響、こちらを補填する、支援する事業

ですので、全てという部分では、全てかどうかは、あれなんですけど、酪農家さん全般に

対応できる支援の内容となっておりますので、そのように理解いただければと思います。 

５  番 植 村   敦 君 

新たにですけども、２７ページの小さい数字なんですけども、新規で社会体育敷地２万

５千円、新規で発生、これどういう使用料なのかちょっと。 

教育次長補佐 田 村 浩 希 君 

はい。お答えします。 

２万５千円につきましては、現在、体育館改修工事を行っておりまして、そこの工事に

関わる事務所の敷地ということで、周辺の一部を貸していますので、その使用料となって

おります。 

議  長 西 澤 裕 之 君 

ほかにございますか。 

（「ありません」の声あり） 

これにて、歳入一括の質疑を終わります。 

これより、総括の質疑を行います。 

４  番 高 橋 秀 之 君 

７５ページのスキー場の保守点検管理８３万８千円減額なんですけど、これ中身ってい

うか、どういうものが減額になったのかと、今年、スキー場２月の何日で閉鎖したのか、
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ちょっとお聞きします。 

教育次長補佐 田 村 浩 希 君 

はい。お答えします。 

今シーズンにつきましては、ちょっと雪不足と暖冬によりまして、２月２１日付でシー

ズンをちょっと終了した形になっております。 

２月２１日付けでスキー場はクローズとしております。 

減額の内容につきましては、今シーズン、畜産振興公社に業務委託しておりまして、そ

の際、索道技術管理員の配置が、まだその業者でちょっと委託できなかったものですから、

そこに係る人件費を町の職員を充てております。その分で減額した金額となっております。 

４  番 高 橋 秀 之 君 

２月２１日で終わったってことなんですけど、多分、その前に雨とかがあって、多分、

その１０日とか何日前に、もうほとんど、スキー場は使えない状態になってるんじゃない

かなと思うし、このオープンに関しても、１月２０日っていうのあるんですけど、これち

ょっと、間違ったらあれなんですけど、町民が多分言ってきて、それから何かオープンさ

せたみたいなんですけど、雪が足らないって言ってても、多分、年明けぐらいには、オー

プンできたような遅くても、なぜその前に、雪が降ったときに、何とかスキー場の整理っ

ていうか、オープンに向けてのアクセスとかなんか早め早めにやらなかったのか、ちょっ

とお聞きします。 

教育次長補佐 田 村 浩 希 君 

はい、お答えします。 

今シーズンにつきましては、１月１８日にオープンしておりまして、オープンが遅れた

理由としましては、年末、雪が少なくて、圧雪車で、踏み固めれなかったことと、年明け

の雪降った後に踏んでいたんですが、その時にも山の状態としましては、積雪が少なくて

土が出る状況だったので、私達の方では、土が出ないだけ積雪があった段階で踏もうと思

っていたんですが、それが本来、踏むことによって地盤が固まって、それからスキー場の

オープンが早まった可能性があったんですが、まだ土が掘り起こされるという判断をした

ものですから、その作業が遅くなりまして、オープンが１８日に延びたというような状況

でございます。 

４  番 高 橋 秀 之 君 

土が見えてて、オープンが、圧雪とか整備できなかったんで遅れたっていうんですけど、

昔、業者が請け負った時は、雪を運んで滑れる、全部じゃなくても滑れるコースを雪を運

搬して作っていたと思うんですけど、そういうことは考えられなかったのか。 

教育次長補佐 田 村 浩 希 君 

はい。お答えします。 

はじめに、まず圧雪車を踏んでいなかったことによって少し降ったんですが、地面がち

ょっと柔らかかったもんですから、下から雪を入れることができなかったというのが原因

となっております。 

また、その後、スノーモービルでボートに雪を入れて運ぶことも行っていたんですが、
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やはり、初めの踏み固めがちょっと遅かったものですから、山の方に登れずに、その後、

順次不足したときには雪を運んで現状維持、現状の整備を行ったんですが、そういう事情

もありまして、ちょっと遅くなってしまったのが主な要因となっております。 

３  番 深 澤 博 幸 君 

今、高橋議員の関連なんですけど、高橋君言いたいのは、何で遅れてあるのかなという

のは言いたいんだと思うんですけど、私も町民から聞いています。 

雪があるのにね、何でスキー場オープンしないんだって。 

ちなみに、スキー乗る人はね、毎日、あのスキー場見てるんですよ。今日か今日かって

待ってるのにね、そのスキー場のオープンが遅れたことが、町民にとっては不信感なんで

すよ。 

担当者が、現場に行って見るより、スキーの好きな方が現場に行って見てる人が確かな

んですよ。１日でも早く滑りたいんですから。 

畜産振興公社に業者委託したというんですけど、前年度並みに、民間の企業に委託した

経緯はないのかと、それとちょっともう一つ、関係ないんですけど、パークゴルフ場の話

なんですけど、夜間整備をした、もう高額な予算ですよね。実際、ナイター施設を使って

いる人数というのは、どのぐらいの数なのか。 

それに係る電気料というのは、どのくらい掛かってるのかちょっとお知らせ願いたいと

思います。 

教育次長 伊 藤 一 男 君 

まずスキー場の関係だったんですけれども、こちらについては、議員おっしゃられると

おり早くということも検討はしていたんですが、子供たちも利用するということで、なか

なか土が見え隠れするような状況で、子供たちが滑ったときに、危険になるんじゃないか

というような懸念もあったもんですから、それでちょっと慎重になっていたっていうのは

間違いなくそういうようなことも、考えながらですね。大人の方たちについては、経験も

ありますので、気を付けながら乗れるのかなっていう部分もあったんですが、子供たちが

やはり利用するということで、安全面を考えて、ちょっと慎重になったっていうところが

遅れた原因ではあります。 

教育次長補佐 田 村 浩 希 君 

パークゴルフ場についてお答えいたします。 

パークゴルフ場につきましては、今現在、数字ちょっと詳しいの持ってきてなかったん

ですが、予算としては、５６万円ほど予算計上して運営しているところです。 

ナイター利用につきましては、ナイター照明料は無料となっておりますが、大体、延べ

人数は、ちょっと拾ってないんですが、実人数、大体１０名程度の方が仕事終わりとかに

使っているというのが現状となっております。 

３  番 深 澤 博 幸 君 

答弁漏れなんだけど、スキー場の話ね。 

畜産公社以外に、見積やったかということ。 
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教育次長 伊 藤 一 男 君 

お答えいたします。 

まず、町内の業者さんに確認を取りまして、こういう事業をやるんだけれども、入札し

ていただけますかということで、事前に各社回らせていただいて、受けていただけないと

いうようなことでありましたので、それで畜産振興公社の方に、こちらとしては、お願い

したいという形になってございます。 

３  番 深 澤 博 幸 君 

今、スキー場の話なんですけど、民間業者が受けていただけなかったという報告なんで

すけど、理由としては、安いからでしょ。早い話。 

して、オープン時の畜産公社の人は、もう仕事は、牧場の方は、クローズですよね。は

っきり言って、何も仕事なかった状況で。 

教育委員会の判断、ゴーサインが出なかったから、やらなかったんじゃないですか。 

雪の積もった積もらないというのは、教育委員会だけの見解で決定するべき事項なのか

なって気がするんですよね。 

それと、パークゴルフ場の数字が、今、出てこないのが不思議でしょう。 

私言いたいのはね、せっかく高額なナイター設備使っても、私も、ちょこちょこ通るん

ですけど、ほとんど利用していませんよ。これ、税金の無駄遣いじゃないですか。 

例えばですね、毎日オープンしなくても、隔日ちゅうか１日置きにねオープンするとか、

そういうことも事業として必要じゃないかと思うんですよね。 

町民の税金使ってやる以上、経費削減というのが、第１じゃないんですか。 

もう１度答弁お願いします。 

教 育 長 青 木 順 一 君 

今の議員の質問に答えたいと思います。 

スキー場の件ですけども、教育委員会、公社の方に手伝っていただきましたので、教育

委員会主導で進めておりました。 

それで、何度かスポーツ推進委員の方とか、あとスキー協会の方とか協力を得ながら、

今回スキーができるのかどうか、あとスキー場の安全が確保されているのかどうかという

ことで、検討した結果、このような開始時期っていうか、遅れたことになります。 

それともう一つ、暖冬の影響なんですかね、スキー場見ていただけたらと思ったんです

けども、地面と雪の間に非常に空間というか、今年できていて、土が温かいっていうか、

それで圧雪するとそれが潰れて非常に圧雪しづらいと。土がすぐ出てしまうということで、

期間、見ているうちにシーズンっていうかオープンの期間が遅れてしまったという事実が

ありますので、その辺、来年に向けて、また、雪が積もったときにスキーが可能かどうか、

暖冬の影響が出てないかどうか、それと、圧雪車、あとは、スノーモービルとかうまく使

いながら、オープンを早めにできるように努めていきたいなと考えております。 

それと、あとパークゴルフ場の方ですけども、私も何回か行っておりますけれども、夜、

パークゴルフ場を使ってる方、やっぱり今、数字すいません出てこないんですけども、数

人はいるんじゃないかなと思います。その方たちの要望で、夜のナイター設備、それを付
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けるということで、今進んでおりますので、全くいないということではなくて、数名です

けれども地域住民の方の要望ということで受けさせいただいて、今後また増えるかもしれ

ませんので、その辺、ナイター設備、整えていきたいなと。 

余りにも、やはりちょっと少なければ週に何回かとか、月、火、水とか月、水、金です

ね、火、木、土とか、そのような形で、来年度に向けて考えていきたいなと考えています。 

３  番 深 澤 博 幸 君 

今、教育長の答弁で、おおむね了解はしましたけど、町民のね、健康増進とかいうこと

も、スポーツ公園というのは含まれてるから、一概に、その反対とは言えないんですけど、

今言う少人数でね、経費を考えたら、本当にそれでいいのか、悪いのかっちゅうのは、も

う少しね、愛好会の皆さんとも協議しながらですね、それと、今言っている少人数ならば、

もう少し、人を増やすためにどうしたらいいかということもね、教育委員会主導でね、進

めて、今後の事業に展開していただきたいなと思います。 

７  番 齋 賀 弘 孝 君 

先ほどのふるさと納税のことなんですけども、今年は、ふるさと納税、全部減でした。 

ふるさと納税もらって、記念品も減、それから、ふるさと納税の入ってくるのも全部減

でした。 

過去にね、幌延町は、２４年から始まって、そのときは、たった４件しかふるさと納税

なかったんだけども、令和４年は、１，９３３件、本当にこれ伸びたんですよ。令和２年

に２，４００件、令和３年で２，９７２件、そして令和４年１，９３３件と減っていく。 

幌延町ではね、ふるさと納税を、リターン、今まで来てくれた方々に、また、してもら

おう、また、新たに、新規にしてもらおうというのは、どのような努力をされて、これみ

んな減になってしまったのか。何も努力していないと、ただ、その方にお任せしてるんだ

よということなのか、それをまず１点お聞きしたい。 

それと２点目は先ほどの除雪の管理のことについてですけれども、五つの駅、具体的に

数字を示してほしいんですけども、この除雪したら１時間単価幾らなんですか。それと、

当初どのくらいの見積りをしていたのか。除雪ですね。駅の維持管理については何回も説

明がありましたけども、町直営で掛かる費用とそれからＪＲで委託する費用が掛かるんだ

よという話でした。今、この、上がった部分は、町直営の費用の除雪部分が掛かったんで

すか。 

中身はね、駅五つある屋根の除雪、それからホームの除雪、それからホーム下の除雪と、

いろいろあると思うんですけども、一体どこの部分が掛かったのか。これは、人数何人で

行っている除雪なのか、そしてこの方々の人数お知らせください。 

総務企画課長補佐 梶   淳 君 

ふるさと納税もＪＲの方も、私の方からお答えいたします。 

ふるさと納税の方、議員おっしゃるとおり令和３年までは順調に伸びてきていたところ

だったんですけれども、令和４年度で下がり、また令和５年度今年度ですねまた大幅に下

がるというような状況となる見込みというような状況で、今回減額補正をさせていただい

ております。 
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以前、どこかの議会のときにも御説明をしたんですけれども、ふるさと納税のルールが

今年の１０月から少し厳格化されましたというところがありまして、今年度の９月時点で、

本来、そんなに入ってくる時期ではないんですけれども、値上げ前の駆け込み需要のよう

な形で、一時的に本来伸びてない時期に延びたというような状況がございました。 

本来であれば、１１月１２月の年末に向けて、更に増税が見込まれるところではあった

んですけれども、そちらが伸びてこなかったというふうなところです。 

正直、なぜ入ってこないのかっていう部分が、なかなかダイレクトに顔が見える寄附形

態ということにはなっていなくて、その返礼品のラインナップも随時増やしていってはい

るんですけれども、目新しさがないのか、はたまた、我々のＰＲが足りないのかっていう

なところが、なかなかその分析はできていないというような状況です。ただ、各種媒体に

何か広告載せるですとか、そういったときには町ではこんな返礼品を扱っていますだとか

っていうＰＲはしているんですけれども、令和５年１０月の経費の減額化っていう部分が

あって、全体の寄附額に対して、５割の経費を超えてはいけないというのが、より厳格化

されたところもありまして、これまでその範囲内で広告等、また、ふるさと納税用に出し

てた部分があったんですけれども、結局、幾ら入ってくるか分からないっていうのがなか

なか見えない状況では、広告打ってしまうと５割を超えてしまうかもしれないというよう

なところもあって、そこが少し後手後手になっているのかなというのは担当レベルでは認

識してございます。 

ですので努力が足りないと言われれば、そうなのかもしれないんですけれども、現時点

でできることは、やっているのかなというふうには担当としては捉えております。 

引き続き、そちらに関しては、努力はしていきたいなとは思っております。 

次に、ＪＲの委託の関係の関係なんですけれども、このＪＲに対する委託料を今回増額

したんですけれども、ホームの上の除雪とかにつきましては、町の方で直営で雇用してい

る方々会計年度任用職員の方々に対応していただいておりまして、ホーム下ですとか、直

営ではできない部分についてのＪＲに対しての委託ということでやっております。 

具体的な内容についてですけれども、ちょっと具体的な項目が今手元になかったんです

けれども、ＪＲの方で委託している除雪につきましては、ホームの下等をやるときにはＪ

Ｒで定める監視員等々も配置した上で、安全に留意した上で、各種作業等を行うというこ

とで、複数名で対応していただいているというような実態になっておりまして、そちらの

単価につきましては、ＪＲとＪＲが委託している作業会社との契約に基づく単価で実施さ

れております。 

７  番 齋 賀 弘 孝 君 

維持管理は、除雪ばかりじゃなくて、駅の点検もするって、前話があったんですけども、

その除雪の部分、時給、幾らなんですか。 

だから、ＪＲさんに払う時給、幾らって来てるんですか。 

それで、先ほど言った会計年度任用職員さんっていうのは、登録されている幌延町には

何人いるんですか。 
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議  長 西 澤 裕 之 君 

ここで、１１時半まで休憩にはいります。 

（１１時２０分 休  憩） 

（１１時３０分 開  議） 

休憩を解いて会議を再開します。 

総務企画課長補佐 梶   淳 君 

先ほどのＪＲのホーム下の除雪の維持管理経費の単価っていう部分なんですけれども、

こちら、時給というのは積算ではなくて、各駅ごとに１回当たり幾らというような実績が

上がってまいりまして、そちらに対して支出していくという流れとなってございます。Ｊ

Ｒに対してですね。以上です。 

７  番 齋 賀 弘 孝 君 

分かんないですけど、したら、実際に、どういう数字とどういう数字を足したら、この

数字になるのか教えてください。 

それと、もう一つは、先ほどのふるさと納税なんですけども、どうしてこんなに減って

しまったかという理由は分からないということだったんすけど、やっぱり、前に私言いま

したように、自治体公認のラインを使って皆さんにお知らせするとか、暑中見舞いでも年

賀状でもいいから、それを出すとか、そういうことをね、よその町でもやっていますんで、

是非、幌延町でも取り入れて、今以上に、令和５年度も減ってしまったということですか

ら、これ以上減らさないように、維持でも構わないと思いますので、幌延の応援する人た

ちを減らさないように、維持に心がけてほしいと思います。 

総務企画課長補佐 梶   淳 君 

ＪＲの補正の積算についてなんですけれども、令和３年度、令和４年度の下期での実際

にきた請求額を合計して割るにしたものが、今回でいくと３２１万４千円だったんですけ

れども、そちらと今年度の上期に執行済みの額２８万円を足して、今年度の決算見込みと

いうことで３４９万５千円というな数字をはじき出しておりまして、そちらと現行当初予

算の２３６万９千円の差額１１２万７千円を増額補正としてございます。 

それから、ふるさと納税です。ライン等々も１２月の一般質問で御質問頂きまして、い

ろいろ調べているところです。ただ、やはり町長からの答弁で申し上げましたとおり、現

行の体制、人員の体制等々の中でどこまでできるのかというのも含めて、そちらは慎重に

検討を進めてまいります。以上です。 

７  番 齋 賀 弘 孝 君 

先ほど聞いた除雪に対する会計年度任用職員は何人いるんですか。除雪というか、この

駅を維持するための会計年度任用職員ですよね。 

先ほどの説明を聞いていると、町内で登録されていて町内の方だと思うんですけども、

その方が、秘境駅、維持管理するために何人の方が会計年度任用職員となってお世話にな

っているかお知らせください。 

住民生活課長補佐 山 下 智 明 君 

はい。お答えいたします。 
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無人駅の直営の部分の除雪に関してですけれども、５駅の維持管理を行っておりまして、

令和４年度までは会計年度任用職員ということで、５人任用していたんですけれども、令

和５年度、ちょっと雇用形態の方、変更しておりますので、５人分の方と委託契約という

形で、除雪の業務を委託しているという状況です。 

７  番 齋 賀 弘 孝 君 

５人のほかに除雪のために、また、委託するということでよろしいですか。 

住民生活課長補佐 山 下 智 明 君 

先ほど梶の方から答弁いたしました、直営では除雪ができない部分というのはＪＲ北海

道さんに委託していると。ホームの上などの除雪に関しては町直営で５人の方に対して委

託をしているという状況です。 

議  長 西 澤 裕 之 君 

ほか、ございますか。 

（「ありません」の声あり） 

これにて総括の質疑を終わります。 

お諮りします。 

ただいま議題となっております議案第３号は、討論を省略し、原案のとおり決定するこ

とに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

日程第９ 議案第４号「令和５年度幌延町国民健康保険特別会計補正予算」の件を議題

とします。 

議案第４号について提案理由の説明を求めます。 

住民生活課長 村 上 貴 紀 君 

議案第４号「令和５年度幌延町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）」について、

提案理由の説明を申し上げます。 

この度の補正の主な要因は、歳入では、国保直診分交付金の精査による道支出金の減、

歳出では、国民健康保険診療所特別会計に対する繰出金の減であります。 

それでは、１ページをお開きください。 

第１条第１項歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ既定の予算総額から８６６万６

千円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ３億５，５１３万６千円にしようとするも

のです。 

第２項の歳入歳出予算の補正の款項の区分ごとの補正額は、事項別明細書により、その

概要を御説明いたします。 

８ページをお開きください。 

はじめに歳出ですが、１款１項２目連合会負担金では、北海道国民健康保険団体連合会

への負担金が当初予定額を上回ったことにより９万４千円の増額、６款２項１目国民健康

保険診療所特別会計繰出金では、診療所の国保直診分交付金相当額の精査により、８７６
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万円の減額であります。 

次に歳入ですが、６ページにお戻り願います。 

２款１項２目社会保障・税番号制度システム整備費等補助金では、マイナンバーカード

と健康保険証の一体化に伴う周知広報事業に係る国庫補助金として、３千円の新規計上で

す。 

３款１項１目保険給付費等交付金では、特別調整交付金の対象経費である国保直診分交

付金相当額などの精査により８６６万６千円の減額です。 

５款１項１目一般会計繰入金では、子育て世代の負担軽減、次世代育成支援の観点から、

出産予定の国民健康保険被保険者の産前産後期間の国民健康保険税の免除措置が、本年１

月１日から開始されたことに伴い、産前産後保険料軽減負担金５万７千円の新規計上です。 

５款２項１目基金繰入金では、この度の補正により、財源調整により６万円の減額です。 

以上、議案第４号「令和５年度幌延町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）」につ

いての提案理由の説明といたします。 

議  長 西 澤 裕 之 君 

これより質疑を行います。 

質疑の方法は、歳入歳出を一括して行いたいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

これより歳入歳出一括の質疑を行います。 

（「ありません」の声あり） 

これにて質疑を終わります。 

お諮りします。 

ただいま議題となっております議案第４号は、討論を省略し、原案のとおり決定するこ

とに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

日程第１０ 議案第５号「令和５年度幌延町国民健康保険診療所特別会計補正予算」の

件を議題とします。 

議案第５号について、提案理由の説明を求めます。 

町立診療所事務長 古 草   勝 君 

議案第５号「令和５年度幌延町国民健康保険診療所特別会計補正予算（第５号）」の提

案理由の説明を申し上げます。 

この度の補正の主な要因ですが、歳入では、入院及び外来診療に係る診療報酬一部負担

金の精算、歳出では未採用となった看護師等の給与、共済費等の精査、出張医の依頼回数

増に伴う報酬、費用弁償の増額などが主な要因であります。 

１ページをお開きください。 
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第１条第１項歳入歳出予算の補正につきましては、既定の歳入歳出予算の総額から、歳

入歳出それぞれ４０１万円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ４億７６３万７千円

にしようとするものであります。 

第２項歳入歳出予算の補正の款項の区分ごとの金額は、第１表により御説明いたします。 

２ページをお開きください。 

歳入については、１款使用料及び手数料で１，４８８万円の減、３款繰入金で１，３４

２万円の増、５款諸収入で２７３万２千円の減、６款道支出金で１８万２千円の増で、歳

入合計は４０１万円の減額補正です。 

続きまして、３ページの歳出については、１款診療所費４０１万円の減で、歳出合計も

４０１万円の減額補正です。 

以下、歳出歳入の順に、補正の主なものについて、事項別明細書により、その概要を御

説明いたします。 

２０、２１ページをお開きください。 

１款１項１目診療諸費は、既定の予算額３億７，１０６万７千円から５０１万１千円を

減額し、３億６，６０５万６千円としており、補正の内訳は、診療所人件費では、看護師

の未採用期間の精査に伴い、２節給料で１２７万１千円の減、３節職員手当で１４５万円

の減、４節共済費で４４万８千円の減です。次に、診療所業務費では、会計年度任用職員

の未採用期間の精査に伴い、１節報酬で２１万１千円の減、３節職員手当で２５万６千円

の減、給食材料費の精査及び検査試薬や医療材料の精査に伴い、１０節需用費で１２４万

８千円の減、患者着や寝具の借り上げ数量精査により、１３節使用料及び賃貸料で１４万

８千円の減です。 

次に、診療所管理費では、会計年度任用職員に係る勤務時間数の精査に伴い、１節報酬

で２万１千円の増です。 

次に、医師業務強化費では、出張医のスポット派遣日数変更及び医師研修業務の精査に

伴い、１節報酬で８３万１千円の増、３節職員手当で６万３千円の増、８節旅費で１０万

７千円の増です。 

次に歳入ですが、１８、１９ページをお開きください。 

１款１項１目診療所使用料では、入院件数の精査により、診療報酬で８２７万４千円の

減、一部負担金で１０２万３千円の減、外来診察件数の精査により、診療報酬で３９７万

３千円の減、一部負担金で８７万２千円の減、インフルエンザ予防接種人数の精査により、

７３万８千円の減、３款１項１目一般会計繰入金では、この度の補正の財源調整により、

２，２１８万円の増、３款２項１目国民健康保険特別会計繰入金では、年間入院日数の精

査により、８７６万円の減、５款１項１目診療受託料では、予防接種や各種検診等の精査

により、２７３万２千円の減、６款１項１目診療所費道補助金では、医療・介護・障がい

施設等食材料費支援金として、１８万２千円の増です。 

以上、議案第５号「令和５年度幌延町国民健康保険診療所特別会計補正予算（第５号）」

の提案理由の説明といたします。 
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議  長 西 澤 裕 之 君 

これより質疑を行います。 

質疑の方法は、歳入歳出を一括して行いたいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

これより歳入歳出一括の質疑を行います。 

（「ありません」の声あり） 

これにて質疑を終わります。 

お諮りします。 

ただいま議題となっております議案第５号は、討論を省略し、原案のとおり決定するこ

とに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

日程第１１ 議案第６号「令和５年度幌延町介護保険特別会計補正予算」の件を議題と

します。 

議案第６号について、提案理由の説明を求めます。 

保健福祉課長 島 田 幸 司 君 

議案第６号「令和５年度幌延町介護保険特別会計補正予算（第３号）」について提案理

由を申し上げます。 

この度の補正の要因は、決算見込みにより、精査をした結果に基づく補正であります。 

１ページをお開きください。 

第１条第１項 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ、既定の予算総額から１，５

８９万６千円を減額し、歳入歳出それぞれの総額を２億２，９０３万７千円にしようとす

るもので、補正の結果、事業勘定別の内訳は、保険事業勘定が２億２，０６５万円に、介

護サービス事業勘定は、現行、予算額どおりの８３８万７千円となります。 

第２項の歳入歳出予算の補正の款項の区分ごとの補正額は、事項別明細書により、その

概要を御説明いたします。 

１８ページをお開きください。 

保険事業勘定の歳出ですが、２款保険給付費につきましては、これまでの給付実績及び

今後の執行見込みにより精査し、全体で２，７８４万３千円の減額補正です。内訳の主な

ものといたしましては、１項１目居宅介護サービス給付費では、要介護者の訪問介護及び

短期入所生活介護のサービス利用が当初の見込みを上回り、４１１万１千円の増、２目施

設介護サービス給付費では、これまでの施設入所者数の利用実績が当初の見込みを下回り、

今後の給付を見込んでも不用額が生じることが予測されることから、１，６９６万３千円

の減。 

次のページをお開きください。 
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６目地域密着型介護サービス給付費では、認知症対応型グループホームの利用件数が、

当初見込みを下回ったことにより、５４６万９千円の減、２項１目介護予防サービス給付

費では、要支援者の短期入所生活介護サービスの利用が当初見込みを下回ったことにより、

８１万円の減。 

次のページをお開きください。 

３項１目 高額介護サービス費で、１００万８千円の減、５項１目特定入所者介護サー

ビス費で４０２万３千円の減、２目 特定入所者介護予防サービス費で、１２０万３千円

の減額補正です。 

次のページをお開きください。 

３款２項１目 一般介護予防事業費では、委託事業の精査により４７万５千円の減額補

正です。 

次のページをお開きください。 

４款の基金積立金と６款予備費では、今後の執行に備え、１２万９千円を増額補正し、

全体の余剰財源を第９期の介護保険事業計画の財源として活用していくため、１，２２８

万７千円を介護給付費準備基金に積み立てることとしております。 

次に歳入ですが、１４ページにお戻り願います。 

１款１項介護保険料につきましては、これまでの賦課し、収納実績等により精査し、１

８５万５千円の減額補正です。２款国庫支出金から次のページ６款繰入金までは、歳出の

保険給付費等の補正に基づき、それぞれ定められた負担率等により増額、減額の補正を行

っております。７款の繰越金は、前年度からの繰越金のうち、今後必要となる財源として、

留保しておりました９１１万１千円全額を予算計上しております。 

以上、議案第６号「令和５年度幌延町介護保険特別会計補正予算（第３号）」の提案理

由といたします。 

議  長 西 澤 裕 之 君 

これより質疑を行います。 

質疑の方法は、歳入歳出を一括して行いたいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

これより歳入歳出一括の質疑を行います。 

（「ありません」の声あり） 

これにて質疑を終わります。 

お諮りします。 

ただいま議題となっております議案第６号は、討論を省略し、原案のとおり決定するこ

とに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 
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日程第１２ 議案第７号「令和５年度幌延町簡易水道事業会計補正予算」の件を議題と

します。 

議案第７号について、提案理由の説明を求めます。 

産業建設課長 角 山 隆 一 君 

議案第７号「令和５年度幌延町簡易水道事業会計補正予算（第２号）」の提案理由を申

し上げます。 

この度の補正予算の主な要因は、収益的支出において、事業費精査等に伴う減額及び令

和５年度取引分に係る消費税及び地方消費税額の新規計上によるものであります。 

１ページをお開きください。 

第２条収益的支出の補正では、支出におきまして、管理施設周辺の維持作業に掛かる人

件費の減額、及び地方公営企業会計運営支援業務に掛かる事業費の減額、また、令和５年

度取引分に係る消費税及び地方消費税の新規計上により、第１款簡易水道事業費用におけ

る既決予算額６，７１７万１千円を２０万１千円増額し、６，７３７万２千円に改めよう

とするものです。 

第３条企業債の補正では、予定していた地方公営企業法適用化事業に係る限度額を対象

事業費の減額に伴い、既決予定額２，９１０万円を１０万円減額し、２，９００万円に改

めようとするものです。 

第４条議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正では、議会の議決を

経なければ流用することのできない経費である職員給与費の減額に伴い、既決予定額１，

４２４万１千円を１６万７千円減額し、１，４０７万４千円に改めようとするものです。 

次に補正予算の主な内容について、補正予算事項別明細書で御説明いたします。 

１５ページ、１６ページをお開きください。 

収益的収入及び支出のうち、支出につきましては、１款１項２目配水及び給水費におい

て、水道管理施設周辺の草刈り及び除雪作業について、会計年度任用職員を別に採用の上、

対応することを予定しておりましたが、担当課職員で対応したこと等により、１節報酬を

１６万７千円減額、また、１款１項４目総係費において、地方公営企業会計運営支援業務

の事業費精査に伴い、２３節委託料を１３万２千円減額、また、１款２項２目消費税及び

地方消費税におきましては、令和５年度取引分に係る１節消費税及び地方消費税５０万円

を新規に計上しようとするものです。 

以上、議案第７号「令和５年度幌延町簡易水道事業会計補正予算（第２号）」の提案理由

といたします。 

議  長 西 澤 裕 之 君 

これより質疑を行います。 

質疑の方法は、収入支出を一括して行いたいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

これより収入支出一括の質疑を行います。 
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（「ありません」の声あり） 

これにて質疑を終わります。 

お諮りします。 

ただいま議題となっております議案第７号は、討論を省略し、原案のとおり決定するこ

とに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

日程第１３ 議案第８号「令和５年度幌延町下水道事業会計補正予算」の件を議題とし

ます。 

議案第８号について、提案理由の説明を求めます。 

産業建設課長 角 山 隆 一 君 

議案第８号「令和５年度幌延町下水道事業会計補正予算（第２号）」の提案理由を申し

上げます。 

この度の補正予算の主な要因は、収益的収入及び支出では、事業費及び財源の精査によ

る減額、及び令和５年度取引分に係る消費税及び地方消費税額の新規計上、資本的収入及

び支出におきましては、事業費の精査による工事請負費等の減額によるものであります。 

１ページをお開きください。 

第２条 収益的収入及び支出の補正では、収入におきましては、事業費の減額等に伴い、

一般会計からの補助金を精査し、第１款下水道事業収益における既決予定額、１億６，４

２２万３千円を、８万８千円減額し、１億６，４１３万５千円に改め、支出におきまして

は、個別排水処理施設整備奨励補助金の実績確定による減額、及び令和５年度取引分に係

る消費税及び地方消費税の新規計上により、第１款下水道事業費用における既決予定額を

１億８，６３１万５千円を１４１万２千円増額し、１億８，７７２万７千円に改めようと

するものです。 

第３条 資本的収入及び支出の補正では、収入におきましては、事業費の減額に伴い、

企業債、一般会計からの補助金及び国庫補助金を減額し、第１款資本的収入における既決

予定額１億９，７４１万６千円を２，３６９万４千円減額し、１億７，３７２万２千円に

改め、支出におきましては、下水道管理センター外壁改修工事等の事業費精査により、第

１款資本的支出における既決予定額１億９，７４１万６千円を２，３６９万４千円減額し、

１億７，３７２万２千円に改めようとするものです。 

第４条、企業債の補正では、予定していた地方公営企業法適用化事業、汚水枡設置事業

及び下水道施設改修事業に係る限度額を事業費の減額等に伴い、既決予定額合計４，８１

０万円を１，２３０万円減額し、３，５８０万円に改めようとするものです。 

２ページをお開きください。 

第５条 他会計からの補助金では、一般会計からの補助金を事業費精査等に伴い、既決

予定額１億６，８８９万７千円を１，０５８万２千円減額し、１億５，８３１万５千円に

改めようとするものです。 
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次に補正予算の主な内容について、補正予算事項別明細書で御説明いたします。 

１３ページ、１４ページをお開きください。 

収益的収入及び支出のうち、収入につきましては、１款２項１目、他会計補助金におい

て、事業費の精査等に伴い、１節他会計補助金を８万８千円減額しようとするものです。 

続きまして、１５ページ１６ページをお開きください。 

収益的収入及び支出のうち、支出につきましては、１款１項３目、個別排水施設費にお

いて、個別排水処理施設整備奨励補助金額の確定に伴い、４２節補助金を１０万円減額、

１款１項４目、総係費においては、地方公営企業会計運営支援業務の事業費精査に伴い、

２３節委託料を８万８千円減額、また、２項２目、消費税及び地方消費税においては、令

和５年取引分に係る消費税及び地方消費税１６０万円を新規に計上しようとするものです。 

続きまして、１７ページ、１８ページをお開きください。 

資本的収入及び支出のうち、収入につきましては、１款１項１目、企業債において、下

水道施設改修事業費の精査に伴い、１節企業債を１，２２０万円減額、１款２項１目、他

会計補助金においては、一般会計補助金の精査に伴い、１節他会計補助金を１，０４９万

４千円減額、また、１款３項１目、国庫補助金においては、社会資本整備総合交付金の精

査に伴い、１節国庫補助金を１００万円減額しようとする。 

続きまして１９ページ、２０ページをお開きください。 

資本的収入及び支出のうち、支出につきましては、１款１項１目、管渠建設改良費にお

いて、建設事業費の精査に伴い、２３節委託料を１７２万７千円、２５節工事請負費を２

２１万１千円ともに減額。また、１款１項２目、処理場建設改良費においては、下水道管

理センター外壁改修工事の事業費精査に伴い、２５節、工事請負費を１，９７５万６千円

減額しようとするものです。 

以上、議案第８号「令和５年度幌延町下水道事業会計補正予算（第２号）」の提案理由

といたします。 

議  長 西 澤 裕 之 君 

これより質疑を行います。 

質疑の方法は、収入支出を一括して行いたいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

これより収入支出一括の質疑を行います。 

（「ありません」の声あり） 

これにて質疑を終わります。 

お諮りします。 

ただいま議題となっております議案第８号は、討論を省略し、原案のとおり決定するこ

とに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 
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よって、本案は原案のとおり可決されました。 

ここで昼食のため、１３時１０分まで休憩します。 

（１２時０４分 休  憩） 

（１３時１０分 開  議） 

休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

日程第１４ 「令和６年度町政執行方針」並びに「令和６年度教育行政執行方針」を行

います。 

町長、教育長から順次、執行方針の説明を求めます。 

町  長 野々村   仁 君 

   令和６年第２回幌延町議会定例会の開会に当たり、令和６年度の町政執行に臨む基本方

針と施策の一端を申し上げます。 

はじめに、元旦に発生した令和６年能登半島地震によって多くの尊い命が失われました。

まず、今回の震災でお亡くなりになられた全ての皆様の御冥福をお祈りしますとともに、

心から哀悼の誠を捧げます。また、被害に遭い、厳しい生活を送っておられる被災者の

方々に、お見舞いを申し上げます。私たちが住む幌延町においても、活断層であるサロベ

ツ断層帯が西縁にあることを考えますと、今後、地震などの自然災害に対する備えを一層

進めなければならないと痛切に感じているところです。 

さて、昨年１２月に国立社会保障・人口問題研究所が、将来の人口を２０２０年の国勢

調査を基に２０５０年までの３０年間について推計した「日本の地域別将来推計人口」を

公表しました。その推計によると、２０５０年の総人口が２０２０年の半数未満となる市

区町村は約２０％に達し、２０５０年の６５歳以上人口が２０２０年より減る市区町村が

全体の約７０％になり、２０５０年の１５歳未満人口は９９％の市区町村で２０２０年を

下回るなどの結果となっています。また、北海道内では、総人口が半数未満となる市町村

が約３７％、６５歳以上人口が減少する市町村が約９２％、全市町村で１５歳未満人口が

減るとのことです。 

幌延町に関する推計では、２０５０年の総人口が１，５９０人と３２．９％減少して２

０２０年の約３分の２になるとの結果です。そのうち、１５歳未満人口は１３７人と半減

し、１５歳から６４歳までの生産年齢人口は８５０人と４割減少し、６５歳以上人口は６

０３人と約１割の減少となります。また、６５歳以上人口のうち、７５歳以上は３５０人

で約１割の増加と見込まれています。本町の人口は、道内市町村の中では比較的に緩やか

な減少率ではあるものの、生産年齢人口の減少と少子化が進行し、人手不足が顕在化して

おり、民間事業にも影響が及んでいます。このままでは今後の住民生活や行政機能の維持

に懸念を持たざるを得ません。私は、これらの状況を重く受け止め、この先も、本町をは

じめ天北地域が安全で安心して快適に住み続けられる地域であり、かつ人を呼び込める地

域となるよう、まちが目指す将来像、「共に拓き、共に創り、未来へつなぐ！～笑顔と希

望に満ちあふれるまち ほろのべ～」に向けて、議員各位をはじめ住民の皆様とともに、

協働のまちづくりを進めていく所存です。 

次に、「まちづくりの基本姿勢」について申し上げます。 
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私は、町内に住み、又は町内で働き、学び、活動する人々が、安心して暮らし、活動し

続けられるまちを目指し、産業を守るとともに、住民の暮らし向きを良くして、地域の持

続可能性を高められるよう、まちづくりに取り組みます。 

「はじめに」の部分でも触れましたが、本町の人口推計は大変厳しい結果となっていま

す。特に０歳から１４歳までの幼年人口が半減するとの見通しや生産年齢人口の減少は、

教育行政のあり方や産業持続など、今後のまちづくりに大きく影響してきますので、増加

とまではいかずとも減少の流れをより緩やかにするよう、人口減少対策として働く場と人

の確保・育成に取り組み、後押しするとともに、若い世代が安心して居住し、結婚・出

産・子育てができる環境整備を推進したいと考えています。また、暮らしの安全安心を高

めるために地域防災力を強化し、高齢者等の転出が最小限となるよう基礎的行政サービス

の提供や生活の利便性等について維持向上に努めたいと考えています。そのためには、幌

延町民憲章に掲げる、「このまちに生きることに誇りと喜びをもって未来へつなぐ、協働

のまち、活力あるまち、笑顔あふれるまち、いきがいと希望に満ちたまち、人に優しいま

ちづくりを進める」とした理念に立って、住民の皆様と行政との協働・総動がより重要に

なってきますので、小規模自治体における今後のまちづくりについて、これまで以上に皆

様のお力添えと積極的な参画を賜りますようお願いします。 

次に、予算編成について申し上げます。 

令和６年度の予算は、住民が将来に向かって希望を持ち、快適に安心して暮らしていけ

るよう、中長期的な視点で産業・地域振興や公共施設等の長寿命化を進めるとともに、併

せて町財政の健全性を考慮しつつ、「人」、「しごと」、「まち」づくりを推進すべく編

成を行いました。とりわけ、第６次幌延町総合計画の重点戦略に掲げる各種施策について

は、産業の活性化、移住・定住、少子化対策、子育て・高齢者支援、人材育成など、人口

減少の緩和と活力ある地方創りに直結する取組であることから、財源の重点配分を行い、

事業費でおよそ３億７，６００万円の予算を計上しています。継続事業は事務事業評価に

よる事業の点検と見直しを行い、消費的経費は暮らしの安心安全や、生活・子育て・教育

環境及び産業の維持安定に配意しました。また、投資的経費は、産業振興と社会資本の長

寿命化に配意し、今後見込まれる新たな投資事業については、事業実施前の構想段階にお

いて複合化や共用化等を含め、より多角的な調査検討を実施しながら精査していくことと

し予算編成を行いました。 

なお、令和６年度に実施を計画している事業のうち、制度設計や事業計画などの策定に

時間を要するものについては、今後の補正予算により対応したいと考えています。 

以上の結果、令和６年度の当初予算は、一般会計５９億８，０００万円、公営事業会計

１３億２，４４５万円、公営企業会計６億５，４３６万８千円、合計で７９億５，８８１

万８千円となりました。 

   次に、第６次幌延町総合計画の体系に基づく、五つのまちづくり施策大綱に沿って、今

年度の主な施策を申し上げます。 

はじめに、「持続可能なまちづくりを進める」について申し上げます。 

近年、少子高齢化や転出による人口減少に加え、情報端末等を日常生活に活用する超ス
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マート社会、持続可能な開発目標であるＳＤＧｓの推進など、社会を取り巻く環境や個人

の生活スタイルは年々多様化しており、その社会変化のスピードが加速しています。社会

生活の多様化が進む中で、魅力と活力にあふれたまちを形成するには、地域の身近な課題

について対話と情報共有を重ね、それぞれが自助・共助・公助といった役割を認識しなが

ら取り組むことが大切です。住民の声を把握し町政に反映させるため、町政懇談会や各種

会合などの様々な場面において広く御意見をお伺いするとともに、広報誌やホームページ

等を活用して、分かりやすい情報の発信に努めます。また、施策の推進に当たっては住民

参加の機会作りに努め、地域課題を共有しながら検討を進めていきます。 

まちの交流拠点整備については、住民が憩い、集えるなど、生活の質を高める多世代交

流の場として、住民生活の利便性向上につながる機能やサービスを重視したうえで、温浴

施設などの更新を要する公共施設等との複合的機能を備えた施設整備構想の検討を深めま

す。住民主体の自主的かつ主体的な活動を「協働のまちづくり活動支援事業」を通して支

援し、協働のまちづくりを促進します。これまで行政による団体自治と、住民による自治

活動で運営されてきた地域維持に必要な地域活動は、行政事務の複雑多様化による事務量

の増加と人員不足による行政サービスの低下、また、人口減少、少子高齢化、小家族化の

進行による集落自治の担い手の減少や負担増など、住民と行政双方の体力低下が顕著に現

れつつあり、公共的活動の空白化が進行しています。このような現状を踏まえ、地域維持

に必要な活動を担う機能の確立を目指し、地域おこし協力隊などの外部人材等を活用した

地域運営組織の設立など、地域を運営するための組織や手法のあり方を考究するため、問

寒別地域をモデル地区とした集落機能維持に向けた取組を引き続き進めます。今年度は、

地域おこし協力隊員の増員を図るとともに、令和５年３月に策定した「地域づくりビジョ

ン」の推進を図ることを目的に、問寒別地区に地域活動実験拠点を整備し、地域運営組織

の設立及び運営へのサポート体制の充実を図ります。また、地域運営組織と町の役割を明

確化し、行政的支援の方策について検討を進めます。 

新型コロナウイルス感染症のまん延を機に、「田園回帰」の活発化やＩＣＴ（情報通信

技術）を活用した「ワーケーション」及び「ワークスティ」といった新しい生活スタイル

を実現する場として、農山村及び過疎地域への関心が高まっています。このような社会環

境の変化へ対応すべく、我が町がその場として選ばれるよう、引き続き移住情報ＰＲ支援

センター「ホロカル」を拠点に、暮らしや就労など移住に関連する支援制度やまちの魅力

等について総合的な情報発信を行うとともに、ふるさと納税制度や特産品開発販売等を通

じて関係人口及び交流人口の増加に努めます。町内における住宅資源の利活用を促進する

ため、令和４年１２月に策定した「幌延町空家等対策計画」に基づき、住宅の状況に応じ

たきめ細かな空家等対策を実施するとともに、遊休資産所有者や住民に対し「空き家・空

き地バンク」への登録や活用を呼び掛け、町内における空き家及び空き地に係る需給マッ

チングを進めます。また「民営賃貸住宅建設促進助成事業」及び「定住促進持家住宅建設

等奨励事業」の制度内容を見直しし、賃貸住宅や持家住宅の取得整備等を支援して更なる

定住の促進を図ります。 

社会情勢が大きく変化し地方分権が進展する中、複雑・多様化するニーズや地域課題に
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対し、柔軟で効率的な行政運営と質の高い行政サービスを目指し、今年度は第６次幌延町

総合計画後期基本計画及び第３期幌延町まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定を進める

とともに、デジタル化による住民サービスの向上と事務の効率化を図ります。子育てや介

護に関する申請など、様々な行政手続きのワンストップ化や各種証明書のコンビニ交付等、

利便性を高める取組を推進するため、適切な広報を含めマイナンバーカードの普及に努め

ます。また「地図情報更新事業」により地図情報システムに搭載した町内基礎地図情報の

更新、関連地図情報及び新規情報の整備に着手します。住民に分かりやすい財政情報をお

知らせすることはもとより、有効な財源の確保や適正な基金管理・町債管理を行うととも

に「公共施設等総合管理計画」等に基づく中長期的な視点による健全かつ効率的な財政運

営に努めます。 

また、宗谷圏域や西天北地域における地域課題の一体的・総合的な解決と、圏域全体の

活性化を図るため、関係市町村との連携協力を進めていきます。 

次に「活力と賑わいを創る」について申し上げます。 

北海道の農業・農村は、日本の食料生産基地として安全で良質な食料の安定供給と、食

料自給率の向上などの役割を担い、美しい景観や国土と環境の保全など多面的な機能の発

揮が期待されています。幌延町も酪農王国北海道の一員として、その一端を担っています

が、本町の酪農畜産を取り巻く情勢は、世界的な穀物需要の増加や為替変動、ウクライナ

情勢の影響による原油価格や配合飼料価格の高騰、需要減少等による生乳の生産抑制など

に加え、人口減少の進行に伴う担い手の減少や耕作放棄地発生の懸念、労働力確保や生産

性維持確保への対応など、様々な課題に直面しています。こうした中、将来を見据えた酪

農畜産の持続的な発展と競争力の強化を図るためには、広大な土地資源を活かした飼料の

安定生産により飼料自給率を高水準に確保し、飼料生産基盤に立脚した経営の確立と環境

保全型・地域循環型生産構造の構築に向けて、草地畜産基盤の総合的な整備を進めていく

ことが重要だと考えます。問寒別地区においては引き続き「草地畜産基盤整備事業」によ

り、草地の造成、改良及び暗渠排水の整備を進めます。また、農地の区画拡大や換地等を

行うことにより生産性の向上を図るため、問寒別地区での「国営農地再編整備事業」を推

進し、地区調査及び事業の推進について、事業促進期成会を通じ、国等の関係機関へ要請

を進めます。道営畑地帯総合整備事業により整備された農業用水道施設の供用開始に向け

「上幌延開進地区農業用水道施設改修事業」及び「問寒別地区農業用水道施設改修事業」

により、道営幹線からの引込み施設等の整備を進めます。また、並行して農業用水道の簡

易水道への移管統合に向け、設定料金の検討及び施設の維持管理体制の確保・整備を進め

ます。農業用排水路及び農地の機能回復等を図る幌延地区国営総合農地防災事業の円滑な

推進に向け、国等の関係機関への協力を継続します。耕作放棄地の発生防止及び農業や農

村が有する多面的機能の維持増進を図るため「中山間地域等直接支払事業」及び「多面的

機能支払事業」を推進します。「草地生産性向上対策事業」により、草地の改良や更新に

係る牧草種子の購入費用に対し支援することで、草地型酪農及び肉用牛生産を推進し、自

給粗飼料の生産・利用拡大を図ります。町営牧場については、酪農家からの預託頭数が減

少傾向にありますが、酪農経営における省力化、軽労化及び低コスト化や乳牛育成におい
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て重要な役割を担う施設との認識の下、適切な飼育管理体制の確保に努めつつ、今後のあ

り方についても並行して検討を進めます。また、老朽化により使用不能となったトラクタ

ーを１台入替え、草地管理作業の効率化を図ります。「乳牛検定組合補助事業」及び「生

乳成分検査事業」により、乳質改善及び品質担保を図ります。「生乳生産拡大事業」によ

り、生乳生産力維持及び経営改善を目的とした乳牛購入の促進を図ります。「強い農業・

担い手づくり支援事業」により、生産施設の補修及び機械装置の更新に対して支援するこ

とで、継続的営農を見据えた生産基盤の再整備、環境に配慮した持続可能な生乳及び肉用

牛生産体制の確保を図ります。また、より事業効果を高めるため、支援範囲の拡充等につ

いて検討を進めます。離農が進む中にあっても地域における生乳生産量の維持確保に努め

るともに、家族経営での営農が困難になりつつある経営体への対応や地域農業の担い手の

確保・育成などの課題解決策の一つとして、農業法人の設立等について農協と情報共有の

下、検討を進めます。「農業支援員活動事業」により、酪農担い手育成センターとの連携

の下、地域おこし協力隊制度を活用し、農業支援体制の充実及び新規就農者の育成・確保

に努めます。また「新規就農者支援事業」により、町内で新たに就農した農業経営者の自

立促進と経営安定を図ります。「農業経営継承奨励事業」により、後継者への円滑な経営

継承を図るとともに、後継者の早期かつ主体的な経営参画を促すことにより、経営基盤の

強化と地域農業の持続的発展を図ります。「酪農ヘルパー補助事業」により、労働負担の

軽減と生産コストの削減などを進め、経営体質の強化とゆとりある農業経営を推進します。

「家畜伝染病救済対策事業」により、牛サルモネラ症等の家畜伝染病発生農場に対する防

疫作業等に必要な費用について支援することで生産体制の早期回復及び経済的損失の緩和

を図ります。 

近年、増加の一途をたどる有害鳥獣による被害防止対策として、捕獲従事者の増員に資

する支援制度を新たに設けます。森林が有する地球温暖化抑制、災害の未然防止・国土保

全、水源涵養、保健・保養などの多面的機能の重要性が改めて見直され始めており、適切

な森林整備等を進めていくことは国土や国民の命を守ることにつながることから、町では

「町有林整備事業」及び「豊かな森づくり推進事業」により、森林資源の循環利用や森林

機能増進を図ります。また、森林環境譲与税基金を活用し「民有林整備支援事業」のほか、

既存の「森林整備促進事業」について対象となる事業を拡充し、更なる民有林の整備促進

を図ることに加え「新生児誕生記念木製品贈呈事業」により、町民が町内産木製品に触れ

合う機会を通じて木材や木の文化への親しみを深めます。 

商工業は、人口減少や、インターネットの利便性向上等による地元購買力の町外流出増

加、また、コロナ禍や急激な物価高騰の影響により、商工業経営は厳しさを増しています。

加えて、経営者の高齢化や後継者不足により事業の承継や経営の存続が危ぶまれる状況に

あるほか、技術者や従業員の確保、事業者の経営力強化を目指した経営発達及び事業継続

への支援が喫緊の課題となっていることから、商工会と連携の下、商工業者の経営力強化

や事業継続、従業員の確保・育成を包括的に支援するほか、地域おこし協力隊制度を活用

した後継人材の育成について検討を進めます。また、地域経済の活性化を目的とした「地

域内消費拡充プレミアム商品券発行事業」や「商工業応援スタンプラリー事業」への支援
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を通じて町内消費を喚起し、地域経済の循環促進を図ります。「まちづくり事業」により、

地場企業等が行う新たな取組や起業への支援「商工業等振興促進事業」により、店舗の新

築や改修などの事業用施設の整備費用への支援「商工業経営力強化実装支援事業」により、

経営力の強化につながる設備投資への支援「商工業人材育成支援事業」及び「雇用促進事

業」により、企業人材の確保や育成への支援等、これら施策を包括的に運用することによ

り経営基盤の強化や活力ある地場企業の育成及び振興を図ります。また、喫緊の課題であ

る事業承継については、町内で商工業を営む個人又は法人を対象とした「商工業事業承継

奨励事業」への支援により、地域経済規模の維持及び事業承継後の経営安定化を図ります。

また「協働のまちづくり活動支援事業」により、地域ぐるみでの特産品創出に向けた取組

等の推進に努めます。「ふるさと応援推進事業」については、返礼品の充実を図りつつ、

まちの特産品ＰＲ及びふるさと納税増収に努めます。町産ミズナラ樽及びワイン用ブドウ

による商品開発等については、引き続き包括連携協定を締結する北大天塩研究林及び曲イ

（かねい）田中酒造株式会社のほか、産学関連機関・企業との連携を一層強め、商品販売

や食イベント等を通じて本町のＰＲに努めます。 

町では、観光振興を通じてまちが潤い、元気になることなどを基本理念とする幌延町地

域振興（観光）計画に沿って、観光資源の定着やまちの賑わい創出を図ることとしていま

す。利尻礼文サロベツ国立公園の国立公園指定５０周年を記念して、構成自治体共同によ

るスタンプラリーやフォトコンテストなどの参加型イベントを実施するほか、本町国立公

園区域の紹介及び魅力発信を目的に空撮動画制作を町単独事業として実施し、更なる機運

の醸成を図ります。また、名林公園まつりをはじめとした交流人口拡大に資するイベント

への支援を継続するほか、包括連携協定を締結する株式会社北加伊道との協働や地域おこ

し協力隊制度の活用により、観光振興施策の推進を図り、イベント内容の充実や観光施設

の魅力向上に努めます。 

深地層の研究については、日本原子力研究開発機構が「令和２年度以降の幌延深地層研

究計画」に基づき推進しており、昨年度から開始された深度５００メートル調査坑道の整

備に向けた掘削工事が継続して行われるほか、アジア地域の地層処分に係る国際研究開発

拠点として、幌延深地層研究センター地下施設を活用した先進的な安全評価技術や工学技

術に関する研究が進められます。町としては「三者協定」「深地層の研究の推進に関する

条例」を踏まえたうえで、幌延での研究成果が国内はもとより広く世界に向けて最大化さ

れ、次世代を担う国内外の技術者育成に寄与されるよう、研究の推進に協力し支援してい

きます。また、幌延の地下研究施設は最終処分場としない場所で技術を磨く「ジェネリッ

ク地下研究施設」であることや、研究の目的及び成果など地層処分に関する知識の普及を

目的とした周知広報について、関連情報の収集に努めつつ、広報誌等への記事掲載、おも

しろ科学館等のイベント開催等を通じて継続的に支援します。併せて、関連する調査・研

究事業についても協定や条例の趣旨を踏まえ、誘致又は受入れを推進します。幌延地圏環

境研究所については、第３期長期研究計画の４年度目を迎え、地中でバイオメタンを生成

する技術の実用化研究とヨウ素など有用資源の探索に重点的に取り組むことにより、更な

る研究成果が期待されますので、引き続き研究の推進を支援します。再生可能エネルギー
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については、道北地域における有用な資源である風力エネルギーを活用するため、浜里地

区における風力発電事業等への協力を通じ、地域における環境保全やエネルギー自給率の

向上、温室効果ガス抑制など脱炭素社会推進への貢献を図っていきます。また、講演会等

の開催により、脱炭素の理念を広く住民に周知する機会を設けます。企業誘致については、

これまでも事業所等の新設に係る費用支援を目的とした「企業立地促進奨励事業」や各種

商工業振興施策等との包括的な情報発信に努めており、今後も有益な情報を提供し、企業

の立地を推進します。 

次に「健やかな暮らしを共にささえる」について申し上げます。 

新型コロナウイルス感染症が５類感染症へ移行され「法律に基づき行政が様々な要請・

関与をしていく仕組み」から「個人の選択を尊重し、国民の皆様の自主的な取組をベース

としたもの」となったことから、私たちは以前の生活に戻りつつあります。町では「第２

期幌延町健康増進計画」に沿って「自らの健康状態が良いと感じる人を増やす」ことと、

「健康寿命を延ばす」ことを２大目標として保健事業を推進し、住民の健康づくりを引き

続き後押ししていきます。また、今年度は本計画の中間評価・見直しの時期であると同時

に、平成３１年度に策定した「いのちを支える幌延町自殺対策行動計画」も最終評価・見

直しの時期となっていることから「第２期幌延町健康増進計画」に包含した内容で計画策

定を進めます。母子保健事業では、妊娠・出産から子育てまで母と子の健康を確保できる

よう、産後１年以内の母子の心身ケアや育児サポートを行う「産後ケア事業」のほか、妊

産婦健康診査や新生児の聴覚検査に対する助成事業を継続していきます。不妊・不育症治

療費については、治療費の他に治療に係る交通費や宿泊費への一部助成拡充を進めるほか、

特定不妊治療と併用して実施した先進不妊治療についても費用の一部助成をしていきます。

また、妊娠期から出産・子育てまで一貫して相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支

援につなぐ伴走型の相談支援を進めていきます。疾病予防対策として、住民が健康に関す

る正しい知識を持ち、日常の運動や食生活などの生活習慣を改善していけるようサポート

するとともに、感染症に対する予防のため各種予防接種費用の助成を継続し、予防接種が

適切な時期に安心して受けられるよう努めます。住民の自主的な健康づくり活動を進める

ため、運動習慣の定着を目的とした運動教室や、健康的な食習慣を推進するための料理教

室を実施するほか「いきいきブルピーポイント事業」を推進します。住民が安心して暮ら

せるよう、初期医療と２４時間救急医療体制の確保に努め、消防機関や２次・３次医療機

関、保健・介護機関との連携を促進するとともに、診療所スタッフの安定確保や医療施設

の整備を進めるため、医療技術者住宅の建設や診療所防火設備の強化を図ります。更に、

診療情報システムの整備により電子カルテを導入することで、医療分野におけるＤＸを通

じたサービスの効率化や質の向上を目指します。また、歯科診療所については、老朽化し

た医療機械器具や歯科診療システムなどの更新を計画的に進め、治療体制の充実を図りま

す。 

高齢者が様々な困難を抱えた場合でも社会から孤立せず、住み慣れた地域で安心してそ

の人らしい暮らしを続けられるよう、包括的に支援する「地域共生社会」の実現が求めら

れています。独り暮らしの高齢者等が地域で自立した生活ができるよう「高齢者等交通費
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助成事業」と「高齢者生活支援事業」を継続実施するとともに、町内外の関係機関と連携

して各種介護サービスや福祉有償運送サービスの提供を行います。独居高齢者の安否確認

や安全を守るため、緊急通報システムの設置や安心バトンの配置を引き続き行うとともに、

民生委員や民間事業者の方々と連携を図りながら、地域で高齢者を見守る活動を推進して

いきます。認知症などにより判断能力が低下しても、住み慣れた地域で安心して暮らし続

けられるよう、成年後見支援センターと連携し市民後見人へのフォローアップと住民への

普及啓発や相談対応、申立等の支援に努めていきます。介護保険事業は、新たに策定した

令和６年度から８年度までを期間とする「第９期幌延町介護保険事業計画・高齢者保健福

祉計画」に基づき、自立支援・介護予防・重度化防止の取組を推進するとともに、地域包

括ケアシステムの推進、認知症施策の推進等を重点課題に掲げ、各種取組を推進していき

ます。また、今年度から新たな取り組みとして、介護保険被保険者となりながらも１度も

介護認定を受けていない９０歳以上の高齢者を「町の介護予防の実現者」と称え、元気に

自立生活を営む高齢者として表彰します。介護予防のために高齢者の心身・生活状況の把

握や相談支援に努めるとともに、作業療法士等を活用した閉じこもり予防のための「にこ

にこ教室」や、運動・口腔機能の向上を図る「はつらつ教室」を継続します。 

国は、少子高齢化が進み２０２５年に団塊世代が７５歳以上になることから、介護が必

要になっても高齢者が住み慣れた地域で暮らせるように「医療・介護・予防・住まい・生

活支援の５つを柱とした地域の包括的な支援・サービスの提供体制」として、地域の特性

に応じて、自治体や各事業所、民間企業が自主的に連携しながら高齢者の暮らしを支える

ことを目指した「地域包括ケアシステム」を各自治体に構築しようと進めています。その

ため、幌延町では今年度より地域包括ケアシステム構築を進めるため、地域包括支援セン

ターに「生活支援コーディネーター」を新たに配置し、暮らし慣れた場所で高齢者が安心

して暮らし続けられるように、地域のニーズを掘り起こし、そのニーズに合った福祉サー

ビスや住民同士の助け合いの仕組みを考えていくなど、地域の高齢者生活支援を行ってい

きます。施設介護の中心的施設である特別養護老人ホーム「こざくら荘」は、収支不均衡

が続いていますので、運営法人に経営努力を求めるとともに、運営費の一部と施設補修経

費等に対し補助します。不足する介護職人材の確保のため、外国人介護福祉人材育成支援

協議会への加盟を継続し、介護福祉士資格の取得を目指す外国人留学生に対し奨学金の支

援を行います。 

子育てにおける負担感の増大や保育ニーズの拡大など、社会環境の変化により地域全体

で子育て家庭を支え、子どもを健やかに育む環境づくりが求められています。子育て支援

施策は、昨年度実施した基礎調査を基に、新たな「第３期幌延町子ども・子育てプラン」

を策定します。安心して子どもを産み育てることができるよう、妊産婦の健康相談や母子

保健事業など、妊娠期から出産・子育てまで、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ

伴走型の相談支援を充実し、経済的支援を一体とした「出産・子育て応援事業」や出産祝

金及び養育手当支給事業を継続します。また、子育て支援センターを中心に、子育てに関

する情報提供や交流の場の提供などを行い、安心して子育てができる環境づくりに努めま

す。 
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近年では全国的に猛暑日となる日が増え、宗谷管内においても熱中症警戒アラートが発

表されるなど、夏季期間の高温が続いていることから、体温調整の未熟な乳幼児を預かる

認定こども園や問寒別へき地保育所への空調設備の設置工事を進めていきます。認定こど

も園や問寒別へき地保育所の運営体制を維持するとともに、研修により職員の資質向上を

図り、安心安全な保育サービスの提供に努めます。また、言語や運動、リズム感等の習得

能力が高いと言われている幼児期に、様々な経験を積み重ねられるよう、英語教育、自然

体験学習、リズム教育などを継続実施するとともに、育まれてきたことが、小学校での生

活や学習に円滑に接続されるよう、小学校との連携を図っていきます。放課後児童保育は、

スタッフの確保に努めるとともに保護者と連携して安定的な運営を図ります。また、高校

生までの「子ども医療給付費事業」や「奨学資金貸付制度」などにより、子育て期の医療

や教育に掛かる経済的負担の軽減を図ります。 

障がい者福祉については、新たに策定した令和６年度から８年度までを期間とする「幌

延町障がい者総合支援計画」に基づき、支援やサービス確保への取組を進めます。障がい

者やその家族が安心して生活できるよう、自立支援制度の普及啓発と相談支援体制を維持

するとともに、在宅生活者の移動支援に資する「高齢者等交通費助成事業」を継続するな

ど、障がいの状態や家庭、住宅などの状況に応じたサービスを提供していきます。また、

町内の福祉施設や事業者の方々と連携しながら、障がい者の就労の場づくりと就労支援を

図ります。幌延町・天塩町・遠別町の３町で共同設置している子ども発達支援センターが

安定的に運営され、利用者へのサービスが継続されるよう、２町と連携を図っていきます。

心身障がい者等が治療や検査を受ける場合や、自立支援や発達支援のために道内の専門医

療機関等へ通院又は通所する場合に、障がい者等の経済的負担軽減を図るため、費用の一

部助成を継続します。知的障がい者の暮らしの場、生活支援の場となる幌延町立北星園や

グループホームについては、指定管理者である社会福祉法人との協定に基づき、業務が適

切に管理運営されるよう努めます。 

低所得者の自立を図るため、関係機関と連携して生活困窮状態への支援や、生活保護世

帯の生活安定と自立に向けた相談・支援に努めます。また、高齢者世帯等の低所得者世帯

に対し、灯油価格高騰時の暖房用燃料購入費の一部助成を行う「冬の生活応援事業」を継

続します。国民健康保険事業は平成３０年度に都道府県単位化が図られ、北海道が国保運

営における中心的な役割を担っており、令和１２年度を目途に、全道の保険料負担の平準

化が進められていく予定となっていますので、これに伴い加入世帯の負担が激変しないよ

う考慮しながら、保険税率等の見直しに取り組んでいきます。 

次に「生きる力と文化を育む」について申し上げます。 

幌延教育の発展に向けて、幌延町の子どもたちや地域住民の「学びの権利の保障」を目

指して、予測困難な時代を乗り越えていくことができるよう「自分で考え、他者と対話し、

まわりの力を活用しながら判断し、決定して、行動する力」を育成するため、教育環境の

整備を進めます。学校教育では、これまで取り組んできた「小中一貫教育」や「学力・体

力の向上」「いじめ防止」「学校における働き方改革」「ＩＣＴ環境の充実」等を、引き

続き推進するほか、地域の活性化にもつながる「地学協働体制の構築」を推進する等、本
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町の特性を活かした教育の充実に力を注いでいきます。特に、小中一貫教育については、

施設一体型小中一貫校の令和９年度開校を目指し「幌延中学校区小中一貫教育検討部会」

を中心に、子どもたちや保護者、地域住民の声を存分に取り入れて教育委員会が作成した

基本構想を基に、開校準備を積極的に進めていきます。そのため子どもたちの自律の確立

と他者の尊重、多様な人々との協働をとおして学び続け、豊かな人生を送ることができる

よう、学びのための環境整備に努めます。 

社会教育では、地域住民が生涯をとおして豊かに学び、生きがいを実感できるよう、幼

児から成年、高齢者まで、それぞれの年代に応じた学びの機会や学習成果の発表の場を精

選しながら、活動への支援や環境づくりに努めます。施設の改修については、今年度は、

幌延中学校屋内体育館の外壁・屋根の補修工事や、総合体育館のトレーニング機器の一部

入替えを進めます。私は、幌延町教育委員会の教育行政執行方針を尊重し、地域社会が持

続的に発展できるよう、学校と地域が協働して、学びと社会参画の好循環を生み出すこと

により、地域創造の原動力となる教育施策を推進していきます。 

次に「豊かな自然と安全を守る」について申し上げます。 

産業経済活動の拡大や生活行動の広域化、地域間交流の活発化などにより、道路網はよ

り重要で必要不可欠な社会基盤となっており、道路インフラの整備促進は、地域住民にと

って喫緊の課題である一方、昭和から平成にかけて整備された社会基盤の老朽化が進んで

おり、安全確保に向けた点検と補修による長寿命化についても並行して計画的に進める必

要があります。北海道縦貫自動車道整備に伴う名寄・稚内間における規格の高い道路整備

については「中川～天塩」間における計画段階評価のプロセスとして各種検討が開始され

ていることから、関係団体と連携のもと、引き続き、新規事業化に向けた要望活動を実施

します。国道４０号の整備は、昨年度、天塩防災事業の幌延インターチェンジ南口から幌

延インターチェンジ橋までの区間が供用開始となり、幌延町内における本事業の全てが完

了したところですが、引き続き天塩町内の区間についても、早期事業完了に向け、要望活

動を継続します。 

道道整備については、稚内幌延線の幌延郵便局前交差点から幌延小学校付近交差点まで

の道路改良工事が昨年度に引き続き進められます。道道における車両及び歩行者の安全通

行に資する道路整備の促進について、北海道に対し引き続き要請します。町道整備につい

ては、令和５年度に着手した幌延北進線及び駅前仲通線の道路改良工事を引き続き実施し

ます。橋梁整備については、橋梁長寿命化修繕計画に基づき北斗橋外４橋の補修工事及び

八千代橋外５橋の補修に係る設計を実施します。道路維持補修については、損傷度合を適

宜確認のうえ、オーバーレイや舗装の打ち換えを実施します。また、林道北幌延線の路盤

改良、林道雄興問寒別線舗装補修を行い、適切かつ計画的に維持管理を進めつつ、道路交

通の安全確保に努めます。老朽化が進む道路センター管理棟及び車庫について、２か年で

の補修工事に着手します。 

鉄道については、ＪＲ北海道が宗谷本線の名寄・稚内間を「当社単独では維持すること

が困難な線区」と公表して以来、鉄路は道北地域における重要インフラとの認識のもと、

持続的に維持していくための仕組みづくりに取り組んでおり、沿線自治体などで構成する
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宗谷本線活性化推進協議会において、令和元年度から令和５年度まで利用促進や経費節減

等の事業計画を推進してきたところですが、新型コロナウイルスの影響により効果が発揮

できなかった利用促進等の取組について内容を見直し、実証事業として行うことも含め検

討・実施するなど今後３年間を目途として事業の抜本的改善方策を取りまとめることとし

ています。町としても鉄道利用の促進に資するイベントの実施・協力、環境整備などの取

組に加え、地域における公共交通手段確保や観光資源保全の観点から、当面は町が管理人

件費及び駅舎等の維持管理費を負担することにより、存続を図ることとしています。 

住民の生活交通対策については「地域公共交通活性化基金」を活用し、バス路線の維持

に係る補助を継続して生活交通路線等の確保を図るほか、令和５年度中の策定を予定する

「地域公共交通計画」における日常生活交通の推進を図ることを目的に、町内の交通体系

の見直しと確保・維持のため、地域デマンド交通運行に向けたシステム開発、車両購入及

び地域おこし協力隊などの人材確保等体制整備を進め、実証試験を実施します。また、高

齢者等の交通弱者や自動車運転免許返納者の日常生活における利便性向上を目的とした、

ハイヤー利用運賃等助成を引き続き実施します。 

公営住宅の機能維持を目的とした長寿命化改修を順次進め、今年度は「公営住宅長寿命

化改修事業」により、宮園団地１号棟の屋上防水及び内外壁などの補修を実施します。名

林公園の保全については、樹木診断の結果をもとに適宜、伐採など適切な処置を講じます。

また「山村広場ステージ補修事業」により、塗装の劣化が進むステージ内側の補修を実施

します。 

簡易水道については、老朽化が進む施設や機器の更新を計画的に進め水道水の水質保全

と安定供給に努めます。今年度は、幌延北進線、駅前仲通線及び道道稚内幌延線の配水管

布設替えを実施します。公共下水道については、下水道ストックマネジメント計画に基づ

き、管路改修工事を実施します。下水道管路については、整備以来２５年以上経過してお

り、毎年実施している管渠調査の結果に基づき、老朽化等により改修を要する町道３条仲

通線、町道駅前仲通線及び駅前交差点の管路改修工事を実施します。また、特定環境保全

公共下水道計画について、今後の事業方針等を精査のうえ、事業計画を更新するほか、下

水道の役割や仕組み等の啓発を目的に展示用カラーマンホールを制作します。簡易水道及

び下水道事業については、令和５年度から公営企業会計へ移行したことに伴い、水の供給

や下水道の処理など住民サービスを将来にわたり安定的に提供するためには、経営基盤の

強化と財政マネジメントの向上等が必要不可欠であるとの考えのもと、経営戦略及びスト

ックマネジメントを適宜改定のうえ、健全な運営に努めます。 

現在、地球規模での廃棄物の増加と質の多様化による環境破壊が深刻化しており、地球

温暖化や海洋汚染等が世界的な問題となっています。また、国内では一般廃棄物の最終処

分場も不足している現状にあり、持続可能な循環型社会形成に向けた取り組みが急務とな

っています。最終処分場の処理可能年数を延ばして、今後の費用負担軽減を図っていくた

め、スリーアール、リデュース（減らす）、リユース（繰り返し使う）、リサイクル（再

資源化する）に関する取り組みを、西天北五町衛生施設組合と連携して推進していきます。

また、同組合において原材料の全部又は大部分がプラスチックであるプラスチック使用製
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品廃棄物の分別収集が新たに開始されますので、組合及び関係町村との連携協力の下、住

民への適切なゴミの分別と排出への協力を働きかけ、一般ごみの減量化に取り組みます。 

住民の生命と財産を守るため、消防・救急体制の整備を進めます。今年度は、問寒別分

遣所の小型動力ポンプ付き積載車の更新を行います。なお、消防の車両や資機材等につい

ては、機能維持が図られるよう計画的に更新していきます。 

防災対策は、災害時の被害を最小化する「減災」の考え方により、住民の自助や共助意

識を高める防災教育、住民の避難に関することなど、平時における市町村の役割が増して

います。風水害や土砂災害、地震、長時間停電など、突発災害への対応力を備えることが

町としての重要課題であることから、今後は令和６年２月に新たに配置した防災専門員に

よる防災意識を高める取組や防災教育を推進するとともに、自主防災組織との連携強化に

努めます。また、水害や感染症、避難所に対応するための備蓄の増強及び備蓄品の管理方

法等について検討を進めます。 

道内各地で特殊詐欺の被害が相次いで発生していることから、町民の皆様を特殊詐欺被

害から守るため、天塩警察署との連携を密にし、防犯ステーションや見守り活動を促進す

るとともに、犯罪抑止効果の高い録音機能付き電話機購入代金の一部を助成します。 

「ポロヌプ」に開拓の鍬がおろされてから１２５年。鬱そうたる樹林に覆われた北の大

地を開いた先人たちの労苦は筆舌に尽くし難く、前人未踏の地に踏み込む勇気と旺盛な行

動力を持った開拓者魂、そして、どんな労苦や困難にもくじけない不撓不屈の精神によっ

て幌延町の礎が築かれ、私たちは今日の繁栄を享受しています。私たちは、北緯４５度の

厳しい風雪に耐え、幾多の苦難を乗り越えて、今日の「ほろのべ」を築いてこられた偉大

な先人に学び、感謝するとともに、その意志を受け継ぐべき者たちとして「開拓者魂」と

「不撓不屈の精神」をもって様々な課題に立ち向かい「ほろのべ」の２世紀目を切り開き、

築いていかなければなりません。 

皆さん、幌延町の未来創造に向かって、力を結集し歩みを進めようではありませんか。

ここに、住民並びに議員の皆様の深甚なる御理解と御協力をお願い申し上げ、令和６年度

町政執行方針といたします。 

議  長 西 澤 裕 之 君 

ここで、１４時２５分まで休憩します。 

（１４時１４分 休  憩） 

（１４時２５分 開  議） 

休憩前に引き続き会議を再開します 

教育長 青 木 順 一 君 

令和６年第２回幌延町議会定例会の開会に当たり、令和６年度の教育行政に関する執行

方針を申し上げます。 

昨今、これからの予測困難であるソサイエティ５．０時代を見据え、一人一人の児童生

徒が、自分の良さや可能性を認識するとともに、あらゆる他者を価値のある存在として尊

重し、多様な人々と協働しながら様々な社会的変化を乗り越え、豊かな人生を切り拓き、

持続可能な社会の創り手となることができるよう、その資質・能力を育成することが 求
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められております。そのため、昨年度、幌延町教育目標を改定したところでありますが、

それに伴い、町内の各小中学校が学校の教育目標を見直し、改定作業を行っており、町内

すべての学校において「自律・尊重・協働」をキーワードに学校経営を進めるところであ

ります。 

また、小中一貫教育については、小学校と中学校が一体となり、９年間を見据え、中学

校卒業時の１５歳の姿に関して教職員をはじめ、保護者や地域住民の方々と共有すること

や、小学校と中学校で一貫した指導方法の継続性、指導内容の系統化が必要であると考え

ております。 

今年度中には基本構想を確定し、来年度には基本設計・実施設計等を進めるとともに、

学校、保護者、地域住民の代表で構成された「小中一貫教育検討部会」での協議を重ね、

本事業を着実に進めていきたいと考えております。 

幌延町教育委員会としては、地域社会が持続的に発展できるよう、学校と地域が連携・

協働し、学びと社会参画の好循環を生み出すことにより、地域創造の原動力となる教育施

策を着実に推進し、本町の教育行政の充実・発展に取り組んでいきます。 

それでは、令和６年度の教育行政執行方針につきまして、次の三つの大きな柱の下、執

行していきたいと考えております。 

大きな柱の一つ目であります「学ぶ権利の保障」についてでありますが、子供たちがこ

れからの時代を生きていくために必要となる資質・能力を小中一貫して発達の段階に応じ

て、確実に身に付けさせることが重要です。そのため、次の三つの取組を重点的に推進し

ていきます。 

一つ目の教育内容の充実には、四つあり、一つ目は学力・体力の向上であります。令和

の日本型学校教育を目指し、個別最適な学びと協働的な学びを一体化し「主体的、対話的

で深い学び」の授業改革を行うとともに、運動やスポーツに親しむ機会や運動の習慣化に

つながる取組を実施し、体力向上を図ります。そのため、主体的・対話的で深い学びに向

けた授業改善による確かな学力を育成します。目的の一貫性、指導方法の継続性、指導内

容の系統性がある小中一貫教育を推進します。教科担任制や小中交流学習、小学校への乗

り入れ指導を取り入れた指導を実践します。全国調査の結果の分析からみた根拠のある指

導を工夫します。自律的な生活習慣を定着させます。 

二つ目は豊かな心の育成です。子どもたちにとって善悪の判断を持ち、行動するという

力を身に付けるためには、安心・安全な環境の下、自己決定し、共感的人間関係を築き、

自己存在感を味わうような環境に浸ることが重要です。そのため、いじめの未然防止に向

けた教育相談の実施と心理的安全性の確保に努めます。生徒指導の四つの機能を生かした

自己指導能力を育成します。多様性を理解し、他者を尊重する人権教育を推進します。ス

クールカウンセラーや心の教育相談員を効果的に活用します。 

三つ目は「特別支援教育の推進」であります。特別支援教育においては、共生社会の形

成に向けて、障がいのある子どもと障がいのない子どもが共に学ぶインクルーシブ教育の

充実を図ることが重要です。そのため、関係機関等と連携した特性の把握と支援を行いま

す。幌延町子育てファイルや個別の教育支援計画等を活用した支援を行います。幌延町教
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育支援委員会や専門家チームにより支援します。専門家と連携したケース会議を実施しま

す。 

四つ目は「特色ある教育の推進」です。子供たちがこれからの予測困難な社会を生き抜

くためには、ふるさと幌延町に誇りを持つことや技術革新に対応する情報活用能力、国際

社会の一員として求められているコミュニケーション能力などを育成することが重要です。

そのため、自然環境や産業などを生かした体験活動やふるさと学習を充実します。キャリ

アパスポートや職業体験等を活用したキャリア教育を充実します。ＩＣＴの特性を生かし

た授業実践を推進します。ＡＬＴや支援員を活用した外国語学習を充実します。遠隔教育

による学びの保障を行います。 

二つ目の「教育環境」については、子どもたちが快適で安全・安心に学習できる環境を

整備するとともに、教職員が子どもたちと触れ合う時間等を確保するため働き改革を推進

していくことが重要です。そのため、施設一体型小中一貫校の設立に向けた基本設計の策

定を行います。学校施設や給食センターの修繕や維持管理を行います。交通安全や防犯防

災教育の充実による安全確保に努めます。コミュニティ・スクールを活用した学校運営を

推進します。地域の人的・物的資源の活用や社会教育と連携した体験活動を充実します。

奨学資金制度の活用を啓発します。 

三つ目の「教職員の資質・能力の向上」については、教職員は、法令を遵守し、時代の

要請に応じて、積極的・継続的に研修に努めるなど教職員としての資質・能力の向上に努

めることが重要です。そのため、専門性を高める研修会等へ積極的に参加するよう促進し

ます。幌延情報教育センター等が主催する実践的指導力を高める指導を充実します。教職

員の服務規律の徹底に努めます。幌延町アクションプランに基づいた働き方改革を推進し

ます。 

大きな柱の二つ目「生涯教育の推進」についてであります。 

町民一人一人の主体的な学習や町民相互の学習活動・地域活動は、地域の連帯や教育力

を高め、豊かな暮らしを支える基盤となるものです。それらを推進するために「幌延町 

第７次社会教育中期計画」の五つの柱に基づく社会教育事業を推進していきます。そのた

め、次の二つの取組を重点的に推進します。 

一つ目の「生涯学習の環境づくり」については、町民一人一人が、生きがいのある充実

した人生を送ることができるよう、乳幼児から成年、高齢者が参加できる多様な学習機会

の拡充やその学習成果を生かすことができる環境を作ることが重要です。そのため、各種

事業の精選と参加を促進します。学習会や展示会「ふるさと自然体験チャレンジ教室」

「映画観賞会」等を開催します。町民が利用しやすい幌延町及び問寒別生涯学習センター

を運営します。 

二つ目の「学習機会・活動の充実」については、家庭教育、子どもたちの健全育成、体

験活動の充実を推進するためには、地域の教育資源などを生かした取組が重要です。その

ため、生きがい教室等の高齢期学習を充実します。ふるさとの自然とのふれあい事業や親

子・異世代交流事業を充実します。幌延町子ども会育成連絡協議会やワラベンチャー問寒

クラブ等の活動を支援します。 
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大きな柱の三つ目であります「生涯スポーツ・芸術文化の振興」についてですが、町民

の社会参画活動を促進するためには、町民のスポーツ活動の支援や主体的な創作活動や文

化祭事業への支援、全国大会出場等への補助、施設の設備や機能を充実させるとともに、

文化活動を支援していくことが重要です。そのため、次の二つの取組を重点的に推進しま

す。 

一つ目は「生涯スポーツの促進と施設等の整備」であり、生涯にわたり健康で活力のあ

る生活を送るため、スポーツ施設の充実や環境づくりを推進します。そのため、各種スポ

ーツ教室の実施やスポーツ行事等の周知を行います。体育協会やスポーツ少年団等に対し

て支援を行います。各種施設の補修や維持管理を行います。 

二つ目は「芸術文化活動の推進」であり、芸術文化に親しむ環境づくりでは、町内の施

設の環境整備や文化活動を広める町民の自主的な創作活動や地域の文化祭事業等を開催し

ている幌延町文化協会への支援を行います。そのため、生涯学習センターや美術館を活用

した各種事業を実施します。文化協会や文化芸術活動に対して支援を行います。企画展や

読み聞かせ、ブックスタートの実施による図書室の利用を促進します。認定こども園や問

寒別へき地保育所への移動図書室を実施します。学校への図書貸出しによる読書の習慣付

けを促進します。 

以上、令和６年度の教育行政に関する執行方針を申し上げましたが、本町の「共に拓き、

共に創り、未来へつなぐ～笑顔と希望に満ちあふれるまちほろのべ～」の推進に一層の努

力を重ねる所存です。町民の皆様、町議会の皆様の一層の御理解と御協力を心からお願い

申し上げ、来年度の教育行政執行方針といたします。 

議  長 西 澤 裕 之 君 

以上をもって、令和６年度町政執行方針並びに令和６年度教育行政執行方針を終わりま

す。 

お諮りします。 

この際、日程第１５ 議案第９号「幌延町会簡易水道事業給水条例の一部を改正する条

例の制定について」日程第１６ 議案第１０号「幌延町水道布設工事監督者の配置基準及

び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて」の２件は、関連がありますので、会議規則第３７条の規定により、一括議題にし

たいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

よって、議案第９号及び議案第１０号の２件を一括議題とします。 

議案第９号及び議案第１０号について提案理由の説明を求めます。 

産業建設課長 角 山 隆 一 君 

ただいま一括議題となりました。 

議案第９号「幌延町簡易水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について」及び

議案第１０号「幌延町水道布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者
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の資格基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について」提案理由を申し上げます。 

この度の改正につきましては、水道整備及び管理行政の機能強化を図ることを目的に、

令和６年４月１日から国が定める水道法等による権限を従前の厚生労働大臣から水道の基

盤強化等に係る事務について、社会資本整備に関する知見を持つ国土交通大臣、水質及び

衛生等に関する事務については、環境保全等に関する知見を持つ環境大臣へそれぞれ権限

を移譲することに伴い、関係する条例の改正を行おうとするものであります。 

まずは、議案第９号につきまして、お配りした新旧対照表を御覧ください。 

幌延町簡易水道事業給水条例につきましては、第４条、給水施設の新設等の申込み、第

３４条、給水装置の基準違反に対する措置、第２項ただし書及び第３８条、過料、第１号

中に記載あります厚生労働省令を国土交通省令に改めようとするものです。 

続いて、議案第１０号につきまして、同様にお配りした新旧対照表を御覧ください。 

幌延町水道布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に

関する条例につきましては、第４条、水道技術者の資格、第１項第６号中に記載のありま

す厚生労働大臣を国土交通大臣及び環境大臣に改めようとするものです。 

なお、これらの条例については、令和６年４月１日から施行することとしております。 

以上、議案第９号並び及び議案第１０号に係る提案理由といたします。 

議  長 西 澤 裕 之 君 

これより質疑を行います。 

３  番 深 澤 博 幸 君 

お聞かせ願いたいと思います。 

管理者の話なんですけど、大臣が二人いるんですけど、これ、二人の許可がなかったら、

できないということ。 

産業建設課長 角 山 隆 一 君 

ただいまの御質問でございますけれども、これまで、厚生労働大臣が所管しておりまし

た事業区分が二つに分かれるという形になりますので、二人の大臣というわけじゃなくて、

項目に応じまして、それぞれの大臣の所管となるというなことでございまして、水道整備

管理行政の強化を図るということで、基盤強化に係る事務、社会資本に係る知見を持つも

のは、国土交通大臣、水質衛生に関する事務については、環境大臣というふうに分かれる

というようなことでご理解をいただければと思います。 

議  長 西 澤 裕 之 君 

   ほかにございますか。 

（「ありません」の声あり） 

これにて質疑を終わります。 

お諮りします。 

ただいま議題となっております議案第９号及び議案第１０号の二件は、討論を省略して、

原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 
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よって、本案は原案のとおり可決されました。 

日程第１７ 議案第１１号「幌延町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について」

の件を議題とします。 

議案第１１号について提案理由の説明を求めます。 

保健福祉課長 島 田 幸 司 君 

議案第１１号「幌延町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について」の提案理由

を申し上げます。 

幌延町介護保険条例は、本町の第１号被保険者が納める介護保険料の額や納付方法に係

る条例です。国が令和６年１月１９日に公布した介護保険法施行令の一部を改正する政令

及び介護保険法施行規則等の一部を改正する省令により、地方自治体は、令和６年度から

令和８年度までの３か年を期間とする第９期介護保険事業計画策定に併せ、計画期間中の

介護保険料の改定が求められており、本町においても、国の基準に基づき、第１号保険料

の多段階化として、標準９段階から標準１３段階への見直しと保険料率の改定に係る条例

改正を行うものであります。 

また、この条例改正の目的は、介護保険制度の持続可能性を確保する観点から、今後、

介護給付費の増加を見据え、第１号被保険者間での所得再分配機能を強化することで、低

所得者の保険料上昇の抑制を図るための見直しとなります。 

次に附則ですが、第１条では、この条例の施行期日を令和６年４月１日から施行するこ

ととしており、第２条では、令和５年度以前の保険料については従前の例によるものとし

ています。 

以上議案第１１号の提案理由の説明といたします。 

議  長 西 澤 裕 之 君 

これより質疑を行います。 

（「ありません」の声あり） 

これにて質疑を終わります。 

お諮りします。 

ただいま議題となっております議案第１１号は、討論を省略して、原案のとおり決定す

ることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

お諮りします。 

この際、日程第１８ 議案第１２号「幌延町指定地域密着型サービスの事業の人員、設

備、及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」日程第１

９ 議案第１３号「幌延町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営

並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」日程第２０ 議案第１４号

「幌延町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援事業等に係る
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介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の

制定について」日程第２１ 議案第１５号「幌延町指定居宅介護支援等の事業の人員及び

運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について」の４件は、関連

がありますので、会議規則第３７条の規定により、一括議題にしたいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

よって、議案第１２号から議案第１５号までの４件を一括議題とします。 

議案第１２号から議案第１５号までの提案理由の説明を求めます。 

 

保健福祉課長 島 田 幸 司 君 

ただいま一括上程されました議案第１２号「幌延町指定地域密着型サービスの事業の人

員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」議案

第１３号「幌延町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指

定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例の制定について」議案第１４号「幌延町指定介護予防

支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援事業等に係る介護予防のための効果

的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」議案第

１５号「幌延町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の

一部を改正する条例の制定について」の提案理由を申し上げます。 

介護サービスに係る人員、設備、運営等の基準の改正は、３年に一度、介護報酬の改定

と併せて行われます。 

この度、令和６年度の介護報酬改定が行われることとなり、国が令和６年１月２５日の

指定居宅介護サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省

令を公布したことにより、関係する省令の改正が行われました。 

これを受け、地方自治体は省令で定める基準を参考に、関係条例の改正を行う必要があ

り、本町では介護サービスに関する次の４条例の一部改正を行うこととなっています。 

議案第１２号の幌延町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基

準を定める条例は、要介護１から要介護５までの要介護者に対するサービスで、定期巡回、

随時対応型訪問、介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型訪問介護、認知症対応型

通所介護などの人員、設備、運営に関する基準を定めている条例ですが、主に施設管理者

が兼務することができる他事業所の範囲について、敷地要件やサービス類型等を限定しな

いことと改めるほか、利用者及びほかの利用者の生命または身体を保護するため、緊急や

むを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないこと。また、身体的拘束等を行

う場合の記録を義務付けることなどを追加する改正となっています。 

議案第１３号の幌延町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並

びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関す

る基準を定める条例は、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介
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護、及び介護予防認知症対応型共同生活介護の人員、設備、運営に関する基準を定めてい

る条例ですが、主に介護予防認知症対応型共同生活介護において、事業所内で対応可能な

医療の範囲を超えた場合、協力医療機関との連携の下で適切な対応が行われるよう、在宅

医療を担う医療機関等との実効性のある連携体制を構築するための見直し等を行う改正と

なっております。 

議案第１４号の幌延町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支

援事業等に係る介護予防のための効果的な支援方法に関する基準を定める条例は、指定介

護予防支援事業の人員や運営などの基準に関する条例ですが、主に人員の基準について、

要支援者については現行全て地域包括支援センターにおいて介護予防支援の提供を行って

いるところ、新たに設けた人員基準を満たす場合、指定居宅介護支援事業所も提供を行う

ことができるようにすること等と改める改正となっています。 

議案第１５号の幌延町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定め

る条例は、指定居宅介護事業者の指定に係る申請者の要件、並びに指定居宅支援等の事業

の人員及び運営に関する基準に関する条例ですが、主に介護支援専門員一人当たりの要支

援者、要介護者の取扱い件数について、現行上限が３５名であるところ４４名に改めるこ

とのほか、運営規程の重要事項について、現行の事業所での書面掲示に加え、原則として

インターネットによる公衆への閲覧の義務付けなどを追加しています。 

なお、これら四つの一部改正条例は令和６年４月１日から施行することとしております

が、経過措置が設けられているものにつきましては、令和７年４月１日から施行すること

としております。 

以上、議案第１２号から議案第１５号までの提案理由の説明といたします。 

議  長 西 澤 裕 之 君 

これより質疑を行います。 

（「ありません」の声あり） 

これにて質疑を終わります。 

お諮りします。 

ただいま議題となっております議案第１２号から議案第１５号までの４件は、討論を省

略し、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

よって本案は原案のとおり可決されました。 

日程第２２ 議案第１６号「幌延町行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例の制定

について」の件を議題とします。 

議案第１６号について、提案理由の説明を求めます。 

総務企画課長 早 坂   敦 君 

議案第１６号「幌延町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例の制定について」の
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提案理由の説明を申し上げます。 

本改正は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、

以下、上位法と表現させていただきますが、その上位法の改正により、情報提供ネットワ

ークシステムを使用して、特定個人情報の照会、提供、いわゆる情報連携を行う事務及び

特定個人情報のことが、それぞれ特定個人番号利用事務、利用特定個人情報という用語で

表記するように改正されたことに伴い、整合性を確保する必要があることから本条例を改

正しようとするものです。 

以下、配付した新旧対照表と併せて御覧ください。 

第２条の改正は、この度、新たに表記されることとなった特定個人番号利用事務及び利

用特定個人情報の要望を定義付けする改正で、いずれも上位法を引用することとしていま

す。 

第４条第１項及び第３項の改正は、新たに表記されることとなった特定個人番号利用事

務及び利用特定個人情報に関し、上位法との整合性を確保する必要があることから、文言

を改正しようとするものです。 

最後に附則でありますが、この条例は、上位法の施行の日から施行することとしており

ます。 

以上、議案第１６号の提案理由の説明といたします。 

議  長 西 澤 裕 之 君 

これより質疑を行います。 

（「ありません」の声あり） 

これにて質疑を終わります。 

お諮りします。 

ただいま議題となっております議案第１６号は、討論を省略し、原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

よって本案は原案のとおり可決されました。 

お諮りします。 

この際、日程第２３ 議案第１７号「幌延町民営賃貸住宅建設促進助成条例の一部を改

正する条例の制定について」、日程第２４ 議案第１８号「幌延町定住促進持家住宅建設

等奨励条例の一部を改正する条例の制定について」の２件は関連がありますので、会議規

則第３７条の規定により一括議題にしたいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

よって、議案第１７号及び議案第１８号の２件を一括議題といたします。 

議案第１７号及び議案第１８号について、提案理由の説明を求めます。 
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総務企画課参事 山 本 基 継 君 

ただいま一括上程されました議案第１７号「幌延町民営賃貸住宅建設促進助成条例の一

部を改正する条例の制定について」議案第１８号「幌延町定住促進持家住宅建設等奨励条

例の一部を改正する条例の制定について」の提案理由を説明いたします。 

本町では、幌延町まち・ひと・しごと創生総合戦略における定住施策として、平成２８

年度から、民営賃貸住宅建設促進助成制度及び定住促進持家住宅建設等奨励制度を運用し

ております。 

この度の改正は、昨今の建設費等の高騰等に対応し、更に定住促進に資する制度となる

よう、関係条例を改正しようとするものです。 

まず、議案第１７号の「幌延町民営賃貸住宅建設促進助成条例の一部を改正する条例」

について、議案と併せて、御手元の新旧対照表を御覧ください。 

本制度は、民間活力による良質な賃貸住宅の確保と住環境の整備を図ることにより、定

住促進等を図ることを目的とした制度ですが、昨今の建設費等の高騰への対応や期待した

実績件数に至っていないことから、助成対象者及び助成金について、内容を見直すことと

しております。 

第２条第１号イで規定する入居後の毎月の家賃上限については、１千分の５．５から１

千分の５．０に引き下げることにより、後ほど御説明する助成金増額による家賃への影響

を軽減し、第３条で規定する助成対象者については、これまで町内に居住、または町内に

本店もしくは支店の住所を有しているものに、限定しておりましたが、より住宅建設が進

むことを期待し、助成対象者を町内に限定しない規定としています。 

第４条の助成金についてですが、施工業者が町内建設業者か町外建設業者によって金額

に差は設けておりますが、いずれの場合も、昨今の建設費高騰等に対応するため、助成金

の助成率、１戸当たりの助成金の額、間取りごとの面積をそれぞれ引き上げることとして

います。 

次に、議案第１８号の「幌延町定住促進持家住宅建設等奨励条例の一部を改正する条例

の制定について」ですが、本制度は、定住人口の増加を図るため、持家住宅の新築改修及

び取得を奨励し、福祉の向上と地域経済の発展に寄与することを目的とした制度ですが、

昨今の建設費等の高騰に対応するため、第６条で規定する補助金の額の上限額を、新築に

ついては、３００万円を４００万円、改修については、１５０万円を２００万円にそれぞ

れ増額することとしております。 

なお、これらの条例は令和６年４月１日から施行することとしております。 

以上、議案第１７号及び議案第１８号の提案理由の説明といたします。 

議  長 西 澤 裕 之 君 

これより質疑を行います。 

（「ありません」の声あり） 

これにて質疑を終わります。 

お諮りします。 

ただいま議題となっております議案第１７号及び議案第１８号の件は、討論を省略し、



56 

 

原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

よって本案は原案のとおり可決されました。 

日程第２５ 議案第１９号「幌延町フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例等

の一部を改正する条例の制定について」の件を議題とします。 

議案第１９号について提案理由の説明を求めます。 

総務企画課長 早 坂   敦 君 

議案第１９号「幌延町フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例等の一部を改正

する条例の制定について」の提案理由の説明を申し上げます。 

令和５年４月の地方自治法等の改正に伴い、令和６年度から全ての会計年度任用職員に

対する勤勉手当の支給が可能となったことから、本町においてもこれを準拠することとし、

関係する条例を改正しようとするものです。 

また、各条例の整合性を確保するため、文言の整理をする改正も併せて行っております

が、これらに関する詳細な説明は割愛させていただきます。 

それでは配付した新旧対照表を御覧ください。 

１ページ、改正条例の第１条は、幌延町フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条

例の一部改正規定です。 

第４条第１項では、フルタイム会計年度任用職員の給料に勤勉手当の文言を追加するこ

ととし、次の第１９条は勤勉手当の支給に関する改正で、支給率を幌延町職員の給与に関

する条例から引用する旨規定しています。これにより、フルタイム会計年度任用職員の勤

勉手当の支給率は、正職員同様、６月と１２月でそれぞれ１００分の１０２．５になりま

す。 

次に、同ページ下段、改正条例の第２条は、幌延町パートタイム会計年度任用職員の報

酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部改正規定です。 

まず題名に勤勉手当の文言を追加し、第１条及び次ページの第３条では、本条例の趣旨

及び報酬に勤勉手当の文言を追加することとしています。 

第８条の２は、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給に関する改正で、第１

号では支給対象者に関し、６月以上の任用が必要な旨を規定するものです。 

第２号では、勤勉手当支給率の上限に関し、６月と１２月の基準日において、それぞれ

１００分の４８．７５と規定するものです。 

第３号では、支給の基礎額に関し、基準日以前６か月の平均額をもって基礎額とする旨

規定するものです。 

次に３ページの改正条例の第３条では、職員の育児休業等に関する条例の一部改正です。 

第７条では、基準日に育児休業をしている職員に関する規定で、会計年度任用職員を他

の職員同様、育児休業中であっても、基準期間内に勤務実績があれば、支給の対象となる

旨規定するものです。 

次に附則ですが、この条例は令和６年４月１日から施行することを規定しています。 



57 

 

以上議案第１９号の提案理由の説明といたします。 

議  長 西 澤 裕 之 君 

これより質疑を行います。 

（「ありません」の声あり） 

これにて質疑を終わります。 

お諮りします。 

ただいま議題となっております議案第１９号件は、討論を省略し、原案のとおり決定す

ることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

よって本案は原案のとおり可決されました。 

お諮りします。 

この際、日程第２６ 議案第２０号「令和６年度幌延町一般会計予算」、日程第２７ 

議案第２１号「令和６年度幌延町国民健康保険特別会計予算」、日程第２８ 議案第２２

号「令和６年度幌延町国民健康保険診療所特別会計予算」、日程第２９ 議案第２３号

「令和６年度幌延町後期高齢者医療特別会計予算」、日程第３０ 議案第２４号「令和６

年度幌延町介護保険特別会計予算」、日程第３１ 議案第２５号「令和６年度幌延町簡易

水道事業会計予算」、日程第３２ 議案第２６号「令和６年度幌延町下水道事業会計予算」

の７件は関連がありますので、会議規則第３７条の規定に基づき一括議題にしたいと思い

ます。 

これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

よって、議案第２０号から議案第２６号までの７件は、一括議題といたします。 

議案第２０号から議案第２６号までの提案理由の説明を求めます。 

副 町 長 岩 川 実 樹 君 

ただいま一括して上程されました議案第２０号から第２６号までの令和６年度幌延町各

会計予算につきまして、配付しております説明資料に基づいて概要を申し上げ、提案理由

の説明とさせていただきます。 

１ページを御覧ください。 

はじめに、政府予算案に触れさせていただきます。政府は令和６年度予算を歴史的な転

換点の中、時代の変化に応じた先送りできない課題に挑戦し、変化の流れを掴み取る予算

として位置付け、経済の好循環の起点となる賃上げの実現、デジタルグリーントランスフ

ォーメーション、子供政策等の構造的な変化と社会課題への対応、外交安全保障、令和６

年能登半島地震への対応など、我が国が直面する内外の重要課題へ対応すべく、一般会計

予算総額で、歳入歳出１１２兆５，７１７億円を計上しました。これは前年度予算と比べ、

１兆８，０９５億円伸び率にして１．６％減少しております。 

歳入の租税及び印紙収入につきましては、所得税の減収や法人税及び消費税等の増収を



58 

 

含め、０．２％増の６９兆６，０８０億円を見込んでおり、公債金は３５兆４，４９０億

円で、公債依存度は３１．５％となっております。 

次に、地方財政計画ですが、歳入歳出規模は、９３兆６，３８８億円で、前年度と比較

して１．７％の増となっております。歳入の地方交付税につきましては、１８兆６，６７

１億円、前年度比１．７％の増加で、地方税、地方交付税及び臨時財政対策債等の一般財

源総額は、６２兆７，１８０億円で０．９％の増となっております。 

次に、令和６年度幌延町各会計予算について御説明いたします。 

２ページを御覧ください。 

予算の総括についてです。 

予算編成に当たりましては、住民が将来に向かって希望を持ち、快適に安心して暮らし

ていけるよう、中長期的な視点で、産業地域振興や公共施設等の長寿命化を進めるととも

に、併せて町財政の健全性を考慮しつつ、ひと・しごと・まちづくりを推進すべく編成を

行いました。 

また、総合計画における重点戦略を推進するため、財源の重点配分を行いました。 

人件費及び扶助費を除く消費的経費の予算編成につきましては、財源の効率的な活用を

図りつつ、暮らしの安心安全や生活、子育て、教育環境及び産業の維持安定に配意しまし

た。投資的経費につきましては、道路橋梁等の改良改修や公共施設の補修及び改修に重き

を置くとともに、農業振興施策や商工業の経営基盤安定強化施策、住宅不足の解消に資す

る施策など、産業の維持安定や人口減少対策に資する取組を進めることといたしました。

また、地方創生総合戦略として位置付けされる重点戦略に基づき、稼ぐ産業を作るととも

に、安心して働けるようにするや町へ新しい人の流れを作る、結婚出産子育ての希望を叶

える等のソフト事業への取組も進めることとしております。 

１．各会計別当初予算総括表を御覧ください。 

一般会計から下水道事業会計までの７会計の予算額合計は７９億５，８８１万８千円で、

前年度当初予算と比べ７億３，５０１万２千円、１０．２％の増となります。なお、令和

５年度から会計区分を変更し、一般会計は普通会計に、国民健康保険特別会計、国民健康

保険診療所特別会計、後期高齢者医療特別会計及び介護保険特別会計は公営事業会計、そ

して、簡易水道事業会計及び下水道事業会計は公営企業会計に分類しております。 

下の表２．当初繰越し予算の状況を御覧ください。 

令和５年度一般会計補正予算で繰越明許費として設定された２，７３２万９千円が、令

和６年度への繰越しとなります。この繰越しを合わせますと、一般会計の合計は６０億７

３２万９千円で、全会計の合計は７９億８，６１４万７千円の予算規模となります。 

３ページを御覧ください。 

３．各会計別当初予算規模の推移です。 

一般会計は、国保診療所特別会計への繰り出しなど、民生費の大幅な増加や自治体情報

システムの標準化等に対応するための業務実施により６０億円弱、全会計合わせて８０億

円弱の規模となり、当初予算としては過去最多の予算規模となりました。 

４．一般会計から各会計の繰出金では、令和６年度は診療所特別会計への繰り出しが職
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員住宅や設備等の整備などで大きく増加したことから、前年度比２億８，１００万円の増

となりました。 

４ページを御覧ください。 

５．各会計別地方債現在高です。 

３会計の令和６年度末合計残高は、前年度末より２億７，９０５万円増加して４１億１

３１万４千円を予定しております。 

６．各会計別基金現在高では、４会計の令和６年度末合計残高は、前年度より８億５０

１万３千円減少し、５６億４，９８１万円を予定しております。 

７．北海道市町村備荒資金組合納付金現在高は、前年度末より４，１５３万３千円減少

し、令和６年度末で１７億４，７６２万４千円を予定しております。 

６ページを御覧ください。 

１０．各会計別人件費の状況です。 

会計年度任用職員を除く全会計１０６人の職員の人件費総額は８億２，０６０万８千円

で、前年度当初予算と比べ８０万２千円の増となります。一人当たり７７４万円で、共済

費を除きますと、一人当たり６２０万円になります。主な増減要因として、給与改定や職

員の採用等を見込み、給料で１，４１５万８千円、職員手当で８０５万９千円の増加、共

済費は、地方公務員法改正による定年年齢引上げに伴い、退職手当組合負担金の額が令和

５年度から１４年度までの間、２分の１とする改正が行われたことから、今年度は２，１

４１万５千円減少しております。 

８ページを御覧ください。 

一般会計予算の概要について御説明いたします。 

令和６年度一般会計予算総額は、歳入歳出それぞれ５９億８千万円で前年度当初予算と

比較して４億７，５００万円、８．６％の増となります。 

９ページは歳入の内訳です。１款町税は５億１，００９万２千円の計上で、前年度と比

べ２，４８５万７千円、４．６％の減となります。これは、個人町民税や償却資産に係る

固定資産税、町たばこ税の減少が主な要因です。詳細は１２ページの（４）町税税目別収

入の状況を御参照ください。１０款地方交付税は、普通交付税の交付実績等を勘案し、５

千万円増額して２２億７千万円の計上で、２．３％の増となります。普通交付税及び特別

交付税等の内訳は、１３ページの（６）地方交付税と当初予算額決算額の推移を御参照く

ださい。１４款国庫支出金は４億６７４万１千円の計上で、１，６５５万９千円、３．

９％の減です。これは、橋梁長寿命化改修に係る道路メンテナンス補助金の減少や物価高

騰対応重点支援地方創生臨時交付金の増加等が主な要因です。１５款道支出金は２億６，

７４０万４千円の計上で４，５１９万５千円２０．３％の増です。これは農業水路等長寿

命化防災減災事業に係る補助金や中山間地域等直接支払事業交付金の増加が主な要因です。

１８款繰入金は９億１，２３７万円の計上で、４億１，３８２万円、８３．０％の増です。

増減内訳は、繰入金が減少した基金は、減債基金及びふるさと応援基金で、合わせて３，

５９０万円減少し、繰入れが増加した基金は、財政調整基金、ふるさと創生基金及び公共

施設等整備基金等で、合わせて４億４，９７２万円増加しました。なお、繰入金の詳細は、
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２０ページの（７）基金積立取崩額、及び充当事業を御参照ください。２０款諸収入は、

１億３，５４８万２千円の計上で、１，５５９万７千円、１０．３％の減です。これは問

寒別地区草地畜産基盤整備事業に係る受益者負担金や産業地域振興センター利用者負担金

等の減少が主な要因です。２１款町債は９億８，０２０万円の計上で、１，４９０万円、

１．５％の増です。増減内訳は増加では、医療技術職員住宅整備事業や診療情報システム

整備事業の実施に伴う増加や、診療所スプリンクラー整備事業、町道駅前仲通線等の道路

改良事業、上幌延開進地区農業用水道施設改修事業等に係る町債額が増加し、減少では、

斎場改修事業や総合体育館自家用発電機等整備事業の完了に伴う減少や、下水道施設改修

事業等に掛かる町債額の減少が主な内容です。内訳は、１９ページの（６）町債の発行事

業を御参照ください。 

次に歳出の内訳について御説明いたします。 

１４ページを御覧ください。 

（１）の１．歳出款別予算額の内訳です。１款議会費は５，３７５万８千円で前年度と

比べ２８万８千円、０．５％の減です。職員人件費や議員報酬などの議会運営費のほか、

新規事業として、議員視察研修事業を計上しております。 

２款総務費は８億３８１万５千円で、１億２，４４４万７千円、１８．３％の増です。

主な事業として、移住定住促進事業、地域コミュニティー形成事業集落支援活動運営事業、

地域公共交通運営事業、空家等対策管理費、幌延地圏環境研究所支援事業、基金管理事業

等のほか、新規事業として、自治体情報セキュリティー強化対策事業、標準準拠システム

移行事業、第６次幌延町総合計画策定事業、地域公共交通整備事業等を計上しております。 

３款民生費は１１億５，１２０万３千円で、３億４，３１４万７千円、４２．５％の増

です。主な事業として、こざくら荘支援事業、高齢者等交通費助成事業、老人福祉管理費、

障がい者福祉管理費、認定こども園管理費、ひとり親家庭こども医療給付等事業等のほか、

新規事業として、住民税非課税世帯等臨時特別給付金事業や認定こども園及び問寒別へき

地保育所に係る補修事業等を計上しております。 

４款衛生費は３億３，９０４万３千円で７６９万円２．２％の減です。主な事業として、

公衆浴場管理費、予防事業、母子保健事業、保健推進事業、町立歯科診療所運営事業、西

天北五町衛生施設組合負担金等のほか、新規事業として健康増進計画策定事業を計上して

おります。 

６款農林水産業費は７億４，７５７万１千円で、１億１，３６５万９千円、１７．９％

の増です。主な事業として、強い農業担い手づくり支援事業、草地生産性向上対策事業、

農業支援員活動事業、中山間地域等直接支払い事業、町営牧場管理費、畜産基盤整備事業、

農業用水道施設改修事業、森林整備促進事業、有害鳥獣駆除等のほか、新規事業として、

農業機械整備事業、地図情報更新事業、民有林整備支援事業及び林道改良事業等を計上し

ております。 

７款商工費は１億９，３０８万５千円で、２，７９５万５千円、１６．９％の増です。

主な事業として、商工業等振興促進事業、商工業経営力強化実装支援事業、商工業雇用促

進事業、商工業人材育成支援事業、地域内消費拡充プレミアム商品券発行事業、トナカイ
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観光牧場管理委託事業等のほか、新規事業として、商工観光振興支援活動事業、及び商工

業経営支援資金利子補給事業を計上しております。 

８款土木費は１２億７．０４６万７千円で、１億３，５２５万７千円、９．６％の減で

す。主な事業として、町道の補修事業や除雪等の維持管理費、橋梁及び公営住宅の長寿命

化改修事業、町道改良事業等のほか、新規事業として、道路センター補修事業、橋梁点検

事業、山村広場ステージ補修事業を計上しております。 

９款消防費は１億７，７４５万９千円で、２，１３５万円、１３．７％の増です。北留

萌消防組合負担金及び防災対策事業が主な事業となりますが、消防組合負担金には、新規

に小型動力ポンプ付積載車の更新費用分が含まれております。また、防災対策事業には、

防災用備品及び感染症対策用品等の購入予算を計上しております。 

１０款教育費は４億７，７５１万７千円で、７，９０６万８千円、１４．２％の減です。

主な事業として、各小中学校及び社会教育施設に係る運営管理費、情報教育研究や特別支

援教育、外国語教育の推進事業、スクールバス運行費用等のほか、新規事業として、幌延

中学校補修事業、教員住宅整備事業、総合体育館トレーニング機器整備事業、社会教育支

援事業を計上しております。 

１２款公債費は、地方債の償還等で７億５，１０８万５千円の計上、６，６７４万５千

円９．８％の増です。 

２２ページを御覧ください。 

（９）一部事務組合への負担金の状況です。 

西天北五町衛生施設組合及び北留萌消防組合幌延支所分の負担金内訳を整理しており、

西天北五町衛生施設組合につきましては、普通建設事業費として、新規にリサイクルプラ

ザの火災復旧工事費用の支出３，５２０万円を見込み、当町の負担金は前年度と比べ１４

２万４千円増加し、８，０７９万２千円となります。２３ページの北留萌消防組合につき

ましては、普通建設事業費として、小型動力ポンプ付積載車購入費で４，２０５万２千円

が計上され、消防施設費が前年度より増加したことに伴い、当町の負担金は２，１１０万

９千円増加し、１億７，３２１万３千円となります。 

２４ページを御覧ください。 

（１０）は地方諸消費税交付金のうち、社会保障財源化分３，５４０万円が充てられる

社会保障経費及び施策に要する経費の内訳です。 

２５ページから３２ページまでは、繰越事業も含めた令和６年度の主な事業の概要を整

理しております。 

３３、３４ページの（１３）は、当該年度の事業のうち、まち・ひと・しごと創生総合

戦略事業に係る事業と予算額を整理し、再掲しており、予算総額は３億７，６１５万５千

円の計上で、前年度と比べ３，８４６万１千円の増加です。 

次に、公営事業会計等の予算の概要を申し上げます。 

３５ページを御覧ください。 

国民健康保険特別会計です。 

歳入歳出予算総額は３億５．３１１万３千円で、前年度と比べ７１万４千円、０．２％
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の減となります。歳入の国民健康保険税は６，１９３万１千円で３３２万１千円の減、道

支出金は２億６，３０２万５千円を見込み７８９万７千円の増となります。歳出では、保

険給付費が１億８，７２５万８千円で１，４７８万５千円の増。国民健康保険事業費納付

金は８，８２９万円を見込み、３７０万８千円の減となります。中段（２）管理運営等の

状況ですが、年間平均の被保険者数は５１５人、加入世帯数は３１７世帯を予定しており

ます。１世帯当たりの保険税現年度課税額は１９万３，１５１円で前年度と比べ２万８．

９３６円の減額、被保険者一人当たりの保険税現年度調定額は１１万８，８９１円で、１

万３，４５１円の減額となり、歳入総額に占める国民健康保険税の割合は１７，５％とな

ります。 

３６ページを御覧ください。 

国民健康保険診療所特別会計です。 

歳入歳出予算総額は６億５，０４５万１千円で、前年度と比べ、２億５，５７６万７千

円６４．８％の増となります。歳入のうち、入院料は１，３１４万１千円で、歳入全体の

２．０％を構成し、外来診察料は７，８０６万４千円で、歳入全体の１２．０％を構成し

ます。歳出のうち、診療所業務費は１億６，２９６万１千円で、３９３万４千円の増です。

投資的経費として、医療技術職員住宅整備事業で１億２，８８８万５千円、スプリンクラ

ー整備事業で９，３３０万５千円、診療情報システム整備事業で３，３０６万６千円等を

計上したため、予算規模の大幅な増加となります。中段（２）管理運営等の状況ですが、

１９病床のうち、一日平均の入院患者数は３．０人で、一日平均の外来患者数は５４．２

人を見込んでおります。 

（３）繰入金の内訳を御覧ください。 

一般会計からの繰入金は、救急医療確保分や不採算地区における診療所運営費分等に対

する繰入れとして２億３０万１千円、投資的経費分に対する繰入として２億５，０２２万

５千円、国保直診化に伴う国民健康保険特別会計からの繰入金５，５９２万１千円と合わ

せ、繰入れ総額は５億６４４万４千円となり、前年度と比べ２億５，５５４万４千円の増

加となります。 

３７ページを御覧ください。 

後期高齢者医療特別会計です。 

歳入歳出予算総額は６，１６８万７千円で、前年度と比べ１，０９５万６千円、２１．

６％の増となります。歳入の後期高齢者医療保険料は、年間平均被保険者３４３人を見込

み、２，２２４万１千円、２５４万５千円の増。被保険者一人当たりの年保険料は現年度

調定分で６万４，８４２円となり、７，０８４円の増となります。 

歳出の後期高齢者医療広域連合納付金は５，０６７万８千円で、２８５万９千円の増とな

ります。 

３８ページを御覧ください。 

介護保険特別会計です。 

保険事業勘定につきまして、歳入歳出予算総額は２億４，９２２万４千円で、前年度と

比べ３，２６５万８千円、１５．１％の増となります。歳入の介護保険料は年間平均の第
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１号被保険者数６５３人で４，４２０万７千円と見込み、３０４万９千円の増。被保険者

一人当たりの年保険料は、現年度調定分で６万７，６７３円となり、６，０２２円の増と

なります。歳出の保険給付費は１億８，８３１万６千円で、５４６万１千円の増となりま

す。 

３９ページを御覧ください。 

介護サービス事業勘定です。 

居宅介護及び介護予防に係るケアプラン作成件数は４５６件を予定しており、歳入歳出

予算総額は９９７万５千円で前年度と比べ、１５７万５千円、１８．８％の増となります。

保険事業勘定と介護サービス事業勘定合わせた会計全体の総計は、歳入歳出とも２億５，

９１９万９千円で、３，４２３万３千円、１５．２％の増となります。 

４０ページを御覧ください。 

簡易水道事業会計です。 

まずは収益的収支ですが、収入予算総額は５，１７６万３千円で、前年度と比べ９５万

円、１．８％の減となります。収入のうち給水収益は、月平均給水戸数を９９１戸、４，

２７０万７千円と見込み、１５９万円の減となります。支出予算総額は６，３２１万３千

円で３３万９千円、０．５％の減となります。支出のうち、原水及び浄水費は５６６万３

千円で６２万９千円の減、配水及び給水費は９０３万４千円で８７万６千円の増となりま

す。また、総係費は２，０６７万３千円で、１７８万円の減となり、減価償却費は２，６

８０万１千円で、１２６万１千円の増となります。次に、資本的収支ですが、収入予算総

額は１億５７５万７千円で、前年度と比べ１，８４３万７千円、２１．１％の増となりま

す。収入のうち、企業債は４，３５０万円で、簡易水道施設改修事業費の増加により５５

０万円の増。他会計補助金は４，７７０万２千円で６２万８千円の減となります。国庫補

助金は、水道施設整備費補助金１，４５５万５千円の皆増です。支出予算総額は１億１，

１８２万２千円で、前年度と比べ２，９５０万２千円、３５．８％の増となります。支出

のうち、原水及び浄水設備建設改良費は３，７４８万３千円で皆増となり、配水及び給水

設備建設改良費は６，４０７万７千円で、１，１９７万５千円の減となります。収益的収

支と資本的収支を合わせた会計全体の収入総額は、１億５，７５２万円で、前年度と比べ

１，７４８万７千円、１２．５％の増となり、支出総計は１億７，５０３万５千円で２，

９１６万３千円、２０．０％の増となります。 

４２ページを御覧ください。 

下水道事業会計です。 

年度末の予定処理戸数は８３４戸とし、水洗化率は９８．８％、合併処理浄化槽設置基

数を１４６基と予定しております。まず収益的収支ですが、収入予算総額は２億４２９万

８千円で前年度に比べ３，８１６万円、２３．０％の増となります。収入のうち、下水道

使用料は３，４４１万１千円と見込み、８３万３千円の減となります。他会計補助金は９，

３５１万５千円で、２，０３９万９千円の増となり、長期前受金戻入は５，９７７万４千

円で２０３万９千円の増となります。支出予算総額は２億２，７３０万１千円で、前年度

と比べ３，９０７万円、２０．８％の増となります。支出のうち、管渠費は２，６８７万
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６千円で、１，１１８万９千円の減。処理場費は５，１７４万６千円で、３８万５千円の

増となります。また個別排水施設費は１，１０６万円で、３８万３千円の増。総係費は５，

３２８万３千円で、下水道事業に係る各種計画改定業務費の計上により、４，７０９万１

千円の増となり、減価償却費は８，０１６万８千円で、２９２万９千円の増となります。

次に、資本的収支ですが、収入支出ともに、予算総額は２億５，２０３万２千円で、前年

度と比べ１億８４６万３千円、３０．１％の減となります。収入のうち、企業債は５，３

９０万円で、下水道施設改修事業費の減少により４，１９０万円の減となります。他会計

補助金は１億１，７４７万９千円で、２，９５６万６千円の減。国庫補助金は８，０５０

万３千円で、同じく下水道施設改修事業費の減少により３，６９９万７千円の減となりま

す。支出のうち、管渠建設改良費は１億８，５３２万３千円で、１，８２０万７千円の減

となり、個別排水施設建設改良費は１，４５０万円で、８２万１千円の増となります。収

益的収支と資本的収支を合わせた会計全体の収入総計は４億５，６３３万円で、前年度と

比べ７，０３０万３千円、１３，３％の減となり、支出総計は４億７，９３３万３千円で、

６，９３９万３千円、１２．６％の減となります。 

以上、一般会計ほか各会計予算案の概要を申し上げました。 

予算審議を通して、議員の皆様からの御意見や御提言を頂くとともに、予算執行につき

まして、御理解とお力添えを賜りますことをお願い申し上げまして、提案理由とさせてい

ただきます。 

議  長 西 澤 裕 之 君 

お諮りします。 

本案は、議員全員をもって構成する令和６年度幌延町各会計予算審査特別委員会を設置

の上、これに付託して審査したいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり）） 

異議なしと認めます。 

よって、本案は、議員全員をもって構成する令和６年度幌延町各会計予算審査特別委員

会を設置の上、これに付託して審査することに決定しました。 

特別委員会は、委員会条例第７条第１項の規定に基づき議長において招集することとし、

委員長、副委員長の互選を行います。なお、委員会条例第７条第２項の規定に基づき、臨

時委員長は年長の議員が行うこととなっておりますので、よろしくお願いいたします。 

ここで暫時休憩し、特別委員会は、１５時５５分から始めます。 

（１６時５３分 開  議） 

休憩を解いて会議を再開いたします。 

お諮りします。 

本日の会議時間は、議事の都合により、１時間し、午後６時までといたしたいと思いま

す。 

これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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異議なしと認めます。 

よって本日の会議時間は１時間延長し、午後６時までとすることに決定いたしました。 

暫時休憩いたします。 

 

（１６時５３分 休  憩） 

（１７時０８分 開  議） 

休憩を解いて会議を再開いたします。 

本日の議事日程はすべて終了しました。 

これにて散会します。 

なお、明日は午前１０時から会議を開きます。 

本日はご苦労様でした。 

 

（１７時０８分 散  会） 

 



 

以上、相違ないことを証するため、署名議員と共に署名する。 

 

                  幌 延 町 議 会 議 長  西 澤 裕 之  

 

                  署 名 議 員  ４ 番  高 橋 秀 之  

 

                  署 名 議 員  ５ 番  植 村   敦  

 

以上、記録する。            事 務 局 次 長  藤 田 秀 紀  


